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平成２１年第３回竹原市議会定例会会議録 

 

平成２１年９月１７日開議 

  （平成２１年９月１７日） 

        

議席順 氏     名 出  欠 

１ 大  川  弘  雄 出 席 

２ 道  法  知  江 出 席 

３ 宮  原  忠  行 出 席 

４ 片  山  和  昭 出 席 

５ 鴨  宮  弘  宜 出 席 

６ 北  元     豊 出 席 

７ 宗  政  信  之 出 席 

８ 大  森     洋 出 席 

９ 稲  田  雅  士 出 席 

１０ 唐  﨑  輝  喜 出 席 

１１ 松  本     進 出 席 

１２ 吉  田     基 出 席 

１３ 脇  本  茂  紀 出 席 

１４ 小  坂  智  徳 出 席 

１５ 天  内  茂  樹 出 席 

１６ 小  坂  明  三 出 席 

 

  職務のため議場に出席した者は、下記のとおりである 

    議会事務局長                   宮 地 憲 二 

    議会事務局係長     笹 原 章 弘 

 



- 130 - 

説明のため議場に出席した者は、下記のとおりである 

 

職      名 氏    名 出 欠 

市         長 小 坂 政 司 出 席 

副    市    長 友 久 秀 紀 出 席 

教    育    長 前 原 直 樹 出 席 

総  務  部  長 胡 家 亮 一 出 席 

総  務  課  長 今 榮 敏 彦 出 席 

企 画 政 策 課 長 山 本 耕 史 出 席 

財  政  課  長 谷 岡   亨 出 席 

税  務  課  長 久 重 雅 昭 出 席 

会  計  管  理  者 大 下 建 宗 出 席 

監 査 委 員 事 務 局 長 高 橋   賢 出 席 

選 管 ・ 事 務 局 長 今 榮 敏 彦 出 席 

民  生  部  長 中 沖   明 出 席 

市 民 生 活 課 長 大 澤 次 朗 出 席 

協働のまちづくり推進室長 森 野 隆 典 出 席 

忠  海  支  所  長 堀 川 豊 正 出 席 

人 権 推 進 室 長 和 泉 伸 明 出 席 

社 会 福 祉 課 長 大 宮 庄 三 出 席 

福 祉 保 健 課 長 前 本 憲 男 出 席 

建 設 産 業 部 長 三 好 晶 伸 出 席 

産 業 文 化 課 長 桶 本 哲 也 出 席 

観 光 文 化 室 長 中 川 隆 二 出 席 

建  設  課  長 柏 本 浩 明 出 席 

都 市 整 備 課 長 有 本 圭 司 出 席 

区 画 整 理 室 長 山 元 立 志 出 席 

下  水  道  課  長 平 田 静 登 出 席 

農業委員会事務局長 桶 本 哲 也 出 席 

教育委員会教育次長 新 谷 寿 康 出 席 

教育委員会学務課長 亀 井 伸 幸 出 席 

教育委員会生涯学習課長 新 谷 寿 康 出 席 

水  道  課  長 加 藤 洋 孝 出 席 
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付議事件は下記のとおりである        

 日程第 ３ 一般質問 

 日程第 ４ 報告第 ７号 竹原市の健全化判断比率及び資金不足比率について 

 日程第 ５ 議案第４９号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについ 

              て 

 日程第 ６ 議案第５０号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについ 

              て 

 日程第 ７ 議案第５１号 竹原波方間自動車航送船組合の解散について 

 日程第 ８ 議案第５２号 竹原波方間自動車航送船組合の財産処分について 

 日程第 ９ 議案第５３号 竹原波方間自動車航送船組合の解散に伴う事務の承継等に 

              ついて 

 日程第１０ 議案第５４号 竹原広域行政組合の解散について 

 日程第１１ 議案第５７号 広島中央環境衛生組合の設置について 

 日程第１２ 議案第５５号 竹原広域行政組合の財産処分について 

 日程第１３ 議案第５６号 竹原広域行政組合の解散に伴う事務の承継等について 

 日程第１４ 議案第５８号 広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の増減及 

              び規約の変更について 

 日程第１５ 議案第５９号 竹原市国民健康保険条例の一部を改正する条例案 

 日程第１６ 議案第６０号 竹原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

              案 

 日程第１７ 議案第６１号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する 

              条例の一部を改正する条例案 

 日程第１８ 議案第６２号 平成２０年度竹原市歳入歳出決算認定について 

 日程第１９ 議案第６３号 平成２０年度竹原市水道事業決算認定について 

 日程第２０ 議案第６４号 平成２１年度竹原市一般会計補正予算（第２号） 
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              午前１０時００分 開議 

議長（小坂智徳君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しておりますので、これより本日

の会議を開きます。 

 昨日に引き続き一般質問を行います。 

 質問順位７番、宮原忠行君の登壇を許します。 

３番（宮原忠行君） それでは、市民会議として平成２１年第３回定例会議における一般

質問をさせていただきます。 

 私は昨年以来、本年が政治の季節であることを指摘し、閉塞感に満ちあふれた時代にお

ける政治の責任による市民のための行政を強く求めている市民の声に耳を傾け、その声に

こたえるべき政治のありようを強く主張してきたところであります。まさに８月３０日

は、時代の閉塞状況に対する国民の草莽決起とも言うべき投票行動によって、時代の重た

い扉が静かにではあっても力強くこじあけられたという意味において、まさに戦後政治史

を飾るにふさわしい一日となりました。自分が投票したって変わるはずがないという、投

票日１日だけの主権者たることを否定した有権者の投票行動、すなわち主権者たることを

自覚した国民の意思発動による政権交代実現の日として刻印された歴史的な一日となった

のであります。 

 今定例会議は、政権交代という新しい時代の扉を開いた市民の期待と不安、高揚感が、

そして自覚された１票の力の共鳴が地下水脈として奔流し、地殻変動をもたらしている中

での１２月１３日告示、２０日投開票の市長選挙への態度表明がされた市民注視の議会で

もあります。官僚丸投げから政治家主導へという民主党の連呼が、変化を求める有権者の

思いを共鳴させ、世直しを求める怒りの噴出のような投票行動に駆り立てた政治状況の中

で、職員の作文を朗読すれば足りるという従来の答弁態度を否定した市長の政治的英知、

感性の結晶としての肉声、政治的存在としての市長が責任をとるという覚悟のほどが市民

に伝わる答弁たることが求められている議会でもあることを指摘させていただいた上で、

次の６点にわたって質問させていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 まず最初に、１９５５年の自由党と民主党の保守合同以来、１９９３年の７党１会派連

立による細川護煕政権と羽田孜内閣による一時期を除いて、自社さ連立政権、自公保連立

政権、自公連立政権と５３年余、一貫して政権与党にあった自民党は、地殻変動とも言わ

れる政権交代を求める静かなる革命の進行に気づくことなく、指令塔なき政策選択、責任
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力を問うという焦点をずらした選挙戦を展開し、歴史的惨敗を喫することになりました。

某地方紙は、この結果を受けて民意が現政権を倒した意義は大きいとして、これは反乱を

通り越した静かなる革命と呼んでもいいのかもしれない。歴史の歯車が回った。戦後日本

を支えてきた政・官・業のトライアングルに象徴される自民党型統治を終えんさせた。時

の政権に不満を抱く有権者が当たり前のように政権をかえた。そして、候補者や党首より

も政権を担当させたい政党を選び、１票を投じたという意味で２００９年夏は後世深く刻

まれるに違いないと論評したところであります。 

 また、社説においても、有権者はこれ以上ないほど明確な形で政権交代を選んだ。衆院

選は民主党の地すべり的勝利に終わった。民意の振れが大きく反映される小選挙区制にな

り５回目の選挙。政権交代が普通に行われる２００９年体制とも言うべき政治の姿を私た

ちはようやく手に入れた。野党が選挙で第１党となっての交代は実に６２年ぶり。歴史の

転換点であることを強調したところであります。 

 市長は、この歴史の転換点とも呼ばれる第４５回衆議院議員選挙の歴史的意義と反乱を

通り越した静かなる革命と論評された民意を、民意を代表する、あるいは民意の洗礼を受

ける政治家として、どのように分析し認識されているのか、率直な感想なり御所見をお伺

いさせていただきたいと思います。 

 ２点目としまして、民主党は一貫して箱物から生活へ、コンクリートよりは命へとし

て、家庭への直接支援、生活支援を強調し、公共事業費の一層の圧縮、削減を進めること

や、行政事務、経費の無駄排除等々による財源確保を国民に契約しました。国民への契約

として主張されたマニフェストとその工程表によれば、今年度廃止された生活保護におけ

る母子加算の復活、来年度からの子ども手当２万６，０００円の半額に当たる１万３，０

００円の支給、公立高校生への無償教育の実質的保障と私立高校生への教育費助成、道路

特定財源としてのガソリン税等の暫定税率廃止による減税、高速自動車道の段階的無料化

等々の財源確保策として、今年度の第１次補正予算の執行停止と減額、組み替えのための

第２次補正予算を編成することとされています。また、扶養控除、配偶者特別控除等々の

租税特別措置法の見直しによる財源確保も国民に契約されました。 

 現時点において全体像を把握することは極めて困難と思われますが、こうした国民への

契約としてのマニフェストや公式発表等々から、竹原市はどのような影響を受けることが

予測されるのか。また、市長は市民生活に直接責任を有する最高指導者なり指揮官とし

て、その予測なり想定される事態に対してどのように責任を全うされようとしているのか
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決意のほどをお伺いさせていただきます。 

 ３点目に、民主党は政府への依存を強め、地方の自主自立、自治の精神の涵養を阻害

し、地域個性なり特性を喪失させてきたといわれる官治中央集権主義ないしは官僚内閣制

の根幹たる補助金、交付金制度の廃止と、政治主導の具現化としての一括交付金制度の創

設をマニフェストにうたい、地域主権の財源保障とすることを国民に契約しました。 

 これまでの竹原市の政策選択の基準、すなわち予算編成の実態は基本的には事業の必要

性なり、緊急性、優先度よりも特定財源の有無が偏重、優先され、竹原市が抱える固有の

課題なり成長戦略、ビジョンに欠け、総合的かつ持続可能な竹原市なりの豊かなまちづく

りを進めることができず、平均値以上の少子・高齢化や社会的流出等による人口減少の加

速度的進行に歯どめをかけることができず、さまざまな課題と市民の将来に対する不安と

焦燥感、閉塞感をもたらしています。こうした市民の不安や焦燥感、閉塞感を克服し、あ

すの竹原市を夢見、未来の竹原市建設のための市民の人間的活力を引き出すためには、竹

原市が抱える構造的課題たる地域経済と地域再生に向けた政策立案と、極めて限定されて

いる財政資源の選択と集中という政治的決断の有無こそが決定的に重要となります。つか

さつかさに任せるという従来の職員への丸投げという政策決定なり予算統制では、一括交

付金制度下における市民の思いや願いを実現するための政治の意志としての持続可能な成

長戦略を描くことはできません。 

 平成２３年度から施行されるであろう一括交付金制度下における市民への契約としての

公共下水道、区画整理、都市計画道路等々の社会資本整備と人口減少対策等々の持続可能

な地域社会並びに地域経済再生対策への兼ね合いをどう図りながら、計画的かつ継続的投

資を実現されようとしているのか、市長の決意のほどをお伺いさせていただきます。 

 ４番目といたしまして、去る７月１４日から１５日にかけて三重県伊勢市で開催された

全国知事会は、第４５回衆議院議員選挙をめぐる東国原英夫宮崎県知事の意表を突いた言

動や橋下徹大阪府知事、松沢成文神奈川県知事の霞ヶ関改革と地方分権を同時に実現する

ための道州制基本法、推進法制定や消費税増税を含む地方消費税の引き上げが討議され、

橋下徹大阪府知事等々の国民の理解を得られないという異論が提起されたにもかかわら

ず、結果として地方消費税引き上げのための消費税増税が提言されました。全国知事会の

今回の提言に対して、市民生活に直接責任を有する市長としていかなる見解をお持ちにな

っておられるのか、忌憚のない御意見をお伺いさせていただきます。 

 ５番目といたしまして、２００９年７月の中国・北部九州豪雨は、各地に甚大な被害を
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もたらし、多くの生命と財産が奪われました。竹原市においても土砂崩落、道路損壊、河

岸流出、冠水等々、市民生活に少なからぬ被害と悪影響をもたらしました。今次、豪雨に

よってもたらされた冠水被害、土砂崩落、道路崩壊等々の災害に対して、もし市長に職務

と政治的責任に対する自覚的認識、あるいは近々に市民の審判を受けなければならないと

いう政治の季節のラストランナーたることの状況認識がおありであったとするならば、災

害がもたらされた歴史的経緯なり今日的課題、あるいは人災的要素や対応の不手際等々、

市政の最高責任者、あるいは市民生活の安全・安心を具現化するための政治的意思の体現

者としての市長の政治的決断なり行動があったはずであります。 

 すなわち、災害の実情と人災的要素としての職員の稼働状況、被災者に対する人間的対

応の希薄性あるいは欠如等々、状況の全体的把握と災害対応への個別具体的な政治的判断

なり決断の必要性を十二分に自覚されたはずであります。私のこの指摘に対して、市長は

どのようにお考えになっておられるのか、明確なる答弁を求めたいと思います。 

 次に、こうした観点に立って個別具体的な質問をさせていただき、事の理非を明らかに

させていただかなければなりません。 

 まず最初に、八代谷市営住宅への鉄砲水流入被害者に対して、市長はいかなる報告をお

受けになられたのか。もし報告をお受けになっていたのであるならば、避難先にみずから

出向いて災害見舞いをされる等、被災者に対する共感なり、苦しみをともにする人間的感

性を示す、すなわち最高の道徳的感性としての政治的実践をされる必要があったのではな

いか。 

 さらには、常態化した吉崎排水機遊水地、皆実排水機遊水地、毛木沖排水機遊水地、七

軒堀支川周辺一帯、吉名町小浦尻川特定地域の冠水被害に対して、市長は陣頭に立って人

心掌握のための実情把握と緊急対応、さらには根本的解決策を立案するための指揮権を発

動される必要があったのではないか。 

 また、私が既に２年前から道路陥没なり崩落を警告してきた吉名町の市道東条線や東野

町の青田線、青田川の崩壊、流出等々に対して、何らの対策を講じることなく今日の事態

を迎えざるを得なかったのか。 

 あるいは、農地の持つ多面的機能の一つとしての国土保全、防災機能が事あるごとに強

調されながら耕作放棄され、荒地化もしくは山林化した農地の崩落等により脅かされてい

る周辺住民の生命、身体、財産を保全するための防災対策が、農地所有者の負担意思の欠

如等を理由として放置されているという不条理に対して、市民の審判を受ける政治的存在
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としての市長として関係者に対していかなる説明をし、納得を得られようとされているの

か明快なる答弁を求めます。 

 さらに、法定外公共用財産たる里道、水路の損壊、崩落等に対する受益者負担と所有者

責任もしくは原状回復責任について、市長はどのように認識し、対処されようとしている

のか、その御所見をお伺いさせていただきます。 

 最後に、以上歴史的かつ革命的な８・３０政治決戦の結果を踏まえて、今後鳩山由紀夫

政権下において政治の意思発動による統治機構改革と予算編成改革のドラスチックな展開

が予測される状況下での、政治的存在としての竹原市長が抱える当面する諸課題と個別具

体的課題に関する御所見をお伺いさせていただきました。バブル崩壊後の失われた１０年

と市場原理主義に基づく小泉純一郎政権下での専断的とも言える構造改革路線の強行によ

って引き裂かれた地域社会の連帯と共生、就職氷河期という自己責任なき経済社会の長期

低迷と衰退によって、非正規雇用という人間の安全保障が奪われたロストジェネレーショ

ンの大群、崩壊する地域医療と、急坂を転げ落ちるかのような竹原市経済の衰退、１０年

間で６６人もの自殺者を出している社会病理の深化と進行、故池田勇人総理以来、自民党

の金城湯池とも呼ばれて牢固たる地盤が確信され、市長が会長として後援した世襲候補の

落選と下野等々、次期市長選を取り巻く政治的、経済的、社会的状況は、まことに重く厳

しいものがあり、まさに冬の時代の到来とでも言うべきであります。 

 こうした歴史的な経済、社会構造の変化によって引き起こされた政治意識の変化、すな

わち地殻変動と称される変革への渇望という政治状況の変化が進行し、比例代表に見られ

た政権交代への静かなる革命といわれる有権者の投票行動がなお深化し、進行している状

況下において、市長はいかなる旗を掲げて市民の審判を受けようとなされるのか。あるい

は、いかなる理念と政策を掲げてあすに希望をつなぐ人間的活力と地域経済力、そして人

間と経済の総体としての共生、連帯を核とした地域力を再生させ、豊かで誇りある竹原市

を実現するための力強い政治を断行されようとされているのか。さらには、いかなる覚悟

を持って１２月１３日、２０日投開票の市長選挙に対する態度表明をされたのか、改めて

決意のほどをお伺いさせていただきます。 

議長（小坂智徳君） 答弁願います。 

 市長、答弁。 

市長（小坂政司君） 宮原議員の質問にお答えをいたします。 

 今回の総選挙は、これまで以上に政策が前面に出た選挙ではなかったかと思いますが、
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一方で国民の間に広がった不安感、閉塞感、あるいは時代の不透明感という背景の中、恐

らく多くの国民の方の現在の政治を何らかの形で変えていきたいという気持ちが反映され

た選挙ではなかったかと感じているところであります。 

 民主党は、そのマニフェストにおいて、税金の無駄遣い、子育て・教育、年金・医療、

地域主権、雇用・経済の５つの約束を掲げ、国の総予算２０７兆円の全面組み替えや公共

事業改革、子ども手当の支給や高校の実質無償化、後期高齢者医療制度や障害者自立支援

制度の廃止、地域主権の確立とひもつき補助金の廃止による一括交付金化、自動車関連諸

税の暫定税率の廃止や高速道路の原則無料化、地球温暖化の強力な推進などを明記してお

ります。 

 民主党のマニフェストに掲げられたこれらの政策の中で、地方財政に直接的に影響があ

ると考えられる主なものとしては、自動車関連諸税の暫定税率の廃止や一括交付金化など

が上げられますが、マニフェストに係る詳細な制度の内容等についてはまだ不明な点が多

く、現時点において本市にどのような影響があるのか予測しがたい状況にあります。 

 また、新政権においては既存予算の組み替えや税制の見直し、新年度の予算編成や政策

決定プロセスの見直しなど、これまでの仕組みや手法の変更を表明されておりますが、現

時点においてはそれらがどのようになるのかまだ具体になっていない状況であります。 

 したがって、今後全国市長会や地方六団体が行う国と地方の協議の動向なども踏まえ、

こうした国の動向について十分見きわめた上で、必要な施策の実施や予算の確保など、本

市の行財政運営に支障が生じることのないよう適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。 

 各種施策や事務事業については、これまでもその必要性や市民ニーズ、施策の優先度や

費用対効果などを踏まえ、選択と集中を図ってきたところであります。このたびの民主党

のマニフェストにおける一括交付金の創設など、詳細な制度の内容等については、先ほど

も申し上げましたとおり、まだ不明な点が多く、現時点において本市にどのような影響が

あるのか予測しがたい状況にありますが、今後におきましても各種施策や事務事業につい

ては、これまでと同様市民ニーズや施策の優先度などを踏まえ、適切な選択と集中を図っ

ていく必要があると考えております。 

 いずれにいたしましても、我々地方自治体に与えられている役割は住民福祉の向上を図

ることであり、これまでも、また今後も、その基本線については変わりはないものと考え

ております。 
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 こうした観点から、今後の国の動向に十分留意し、市民の皆さんが安心して生活できる

よう、また地域の活性化が図られるよう、全力を挙げて市政運営に取り組む必要があると

考えております。 

 次に、全国知事会の提言についての御質問でありますが、全国知事会が本年７月１５

日、地方消費税の引き上げを含む税制抜本改革について提言したことについては承知いた

しております。この提言では、国、地方の債務残高が累増し、構造的な危機に直面してい

るということを踏まえ、今後社会保障を初め教育、警察、消防といった住民生活に必須の

行政サービスを安定的に提供していくためには、その財源として税源の偏在性が小さく、

税収が安定的な地方消費税の引き上げを含む税制の抜本改革に取り組むべきとし、地方消

費税の引き上げは経済状況の好転を前提に低所得者等への負担にも配慮しつつ、消費税を

含む抜本改革の中で実現を図るべきとしております。また、住民の理解を得るためにはさ

らに一層の行革を進めるとともに、国に対し徹底した無駄の排除を求めていくとも述べて

いるところであります。国、地方を通じて債務残高が大幅に増大し、今後も社会保障関係

経費等の増加が見込まれる中、市民生活に欠かせない行政サービスを安定的に供給するた

めには、税源の偏在が少なく、安定的な地方税体系の構築が必要であると考えます。 

 しかしながら、仮に消費税を増税するとなると、景気の動向などに配慮する必要がある

とともに、税制の抜本改革や第２期地方分権改革の方向性が示されていない現時点におい

ては、地方消費税の引き上げだけを主張しても住民の理解を得ることは難しいものと思わ

れます。 

 このため、地方消費税の拡充を含む安定的な地方税体系の構築に当たっては、まずは住

民が実感できるわかりやすい行政改革の断行、例えば国と地方の二重行政の廃止など、住

民の理解を得るための取り組みを行うことが前提となるのではないかと考えます。 

 次に、豪雨災害についての御質問でありますが、７月２０日から２６日の間、異常な天

然現象による梅雨前線の停滞から、総雨量が３２５ミリを観測しました。そのうち吉名町

においては、日雨量最大１４６ミリ、時間雨量最大４９ミリの豪雨により、多くの被害が

発生したところであります。 

 このたびの災害について、市民生活や経済活動に深刻な影響が生じることのないよう、

パトロールによる巡視や公共土木施設の点検など、異常や危険箇所を発見または予見した

場合には、自治会等と連携して適切な指置をとることとしております。 

 被災した公共土木施設につきましては、補助災害として河川６カ所、道路７カ所、単独
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災害として河川１カ所、道路７カ所、修繕料として道路４３カ所、河川２２カ所、樋門９

カ所の補正予算を計上し、早急に復旧することといたしております。 

 八代谷市営住宅への鉄砲水流入被害者に対しての取り組みについてでありますが、この

たびの大雨により吉名町八代谷市営住宅５号棟の裏山が崩壊したことに伴い、今後の対応

について入居者との協議、また周辺の状況調査などから、日常の生活を営むことが困難で

あると判断したため、第２丸子山市営住宅の空き家を修繕し、移転をしていただいたとこ

ろであります。 

 農地につきましては、議員御指摘のとおり国土の保全など、多面的機能の役割を有して

いることは認識しております。また、近年の農業従事者の減少や高齢化による耕作放棄地

の増大、農業生産物の価格低迷や担い手不足等により、農業を取り巻く環境は厳しいもの

となっているところであります。農地災害における復旧についての基本的な考えは、農地

所有者からの受益の程度に応じ、一定の負担をしていただくことが必要であると考えてい

るところです。このことは、農業用施設整備事業等の分担金徴収条例に位置づけられてい

るところであり、法定外公共用財産たる里道、水路についても同様にその受益に応じて応

分の負担が必要であると考えております。 

 しかしながら、特別の事情があると認められたときは分担金を減免することができると

定めていることから、災害現場の現状や受益者の状況等を勘案した上で、適切な対応に努

めているところであります。 

 次に、市長選への出馬についてのお尋ねがございました。 

 議員各位並びに市民の皆様の御理解と御協力のもと、またできるだけ多くの機会を通じ

て市民の皆様の御意見を伺いながら、これまで竹原市のまちづくりに取り組んでまいりま

した。この間、少子・高齢、人口減少社会への移行、市町村合併の進展や分権改革の推

進、厳しい財政状況や経済のグローバル化、高速交通体系の整備など、本市を取り巻く社

会経済情勢は大きく変化いたしました。さきの総選挙を初め特にこの数年は、我が国の政

治、経済、社会のあらゆる枠組みが大きく変化し、明治維新や戦後に匹敵する歴史的な転

換期にあると言っても過言ではないと思います。 

 このような大きな時代の転換期の中では、私は就任以来、元気な竹原市のまちづくりを

進めていくことが市長としての私の責務であると認識し、これまで協働のまちづくりを推

進するとともに、職員の定員、給与の適正化や事務事業の見直し、民間委託の推進などの

行財政改革に積極的に取り組んでまいりました。また、こうした行財政改革の取り組みに
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より確保いたしました財源を活用し、元気な竹原市に向けたさまざまな施策、事業を推進

してまいりました。 

 具体には、竹原らしさのまちづくりとして、町並み保存地区の保存・活用、憧憬広場や

頼山陽広場等の整備を行うとともに、魅力ある竹原市の実現に向けて道の駅の整備に取り

組んでいるところであります。 

 優しさあふれるまちづくりとして、ファミリー・サポート・センターや放課後児童クラ

ブの開設など、地域全体で子育てを支援する環境の整備に努めるとともに、高齢者福祉や

障害者福祉の充実や市民の健康づくりを総合的に支援してまいりました。 

 確かな教育のまちづくりとしては、確かな学力、豊かな心、健康な体力など生きる力の

育成を図り、児童・生徒の学力では確実な成果を上げております。また、学校施設の耐震

化、給食センターの整備など、教育環境の整備に努めているところであります。 

 地域が主役のまちづくりについては、住民自治の確立を目指して、現在市内１１地区に

おいて自治組織を設立し、自主防災訓練など、さまざまな分野で市民のまちづくりへの参

加意識は高まってきております。 

 希望の持てるまちづくりの面では、新開土地区画整理事業や道路整備など、都市基盤の

整備を進めるとともに、ほ場整備や農商工連携、雇用対策や企業誘致など、産業の振興に

取り組んでまいりました。 

 安全・安心のまちづくりでは、下水道整備や河川整備、港湾整備など、基盤整備に取り

組むとともに、消防、救急体制の強化や高潮、洪水ハザードマップの作成など、自然災害

等から市民を守る防災対策は整いつつあります。 

 広域交流のまちづくりとしては、Ｒ１８５みちばた会議やみなとオアシスなど、本市の

特色を生かした広域的交流、連携を推進するとともに、憧憬の路などの開催により、入れ

込み観光客の増加や交流人口の拡大に努めてまいりました。 

 こうした取り組みの結果、本市のまちづくりは全体として着実に推進されているものと

考えております。さらに、これからの数年間は、少子・高齢化、人口減少の進行や地方分

権改革の進展、厳しい財政状況など、さらなる変革の荒波の中にあると予想されます。こ

うした中、今年度からこれからのまちの進むべき道を方向づける第５次総合計画「住みよ

さ実感 瀬戸内交流文化都市 たけはら」をスタートさせたところであります。 

 この目指す将来像の実現に向けて、本市の持つ自然環境や歴史文化、コミュニティーな

ど、持てるもの、いわゆる底力を発揮し、子育て環境や教育環境の充実、企業誘致や産業



- 141 - 

の担い手の確保、健康づくりや高齢者、障害者、地域福祉の充実、循環型社会の形成な

ど、環境に優しいまちづくり、住環境や公園、緑地の整備、公共交通体系や情報通信基盤

の整備充実、災害に強い安全・安心のまちづくりなど、暮らしの質の向上等を図るととも

に、道の駅の整備や地産地消産品の開発などの新たな観光資源づくり、地域資源を活用し

た農商工連携や都市と農村の交流、広域的な交流、連携の推進など、交流人口の拡大、定

住へとつながるような施策に取り組んでいく必要があると考えております。 

 また、市役所は最大のサービス産業であるとの認識のもと、市民の皆様の視点に立った

質の高い行政サービスを提供するとともに、協働のまちづくりを着実に推進し、市民や各

種団体と行政が協働して地域の課題解決やさまざまなまちづくりの施策を展開することに

よって、住民満足度が高く、郷土である竹原市に住むことを誇りに思うまちづくりに取り

組む必要があると考えております。 

 こうした取り組みを通じて、市民の皆様が住み続けたいと心から思える、また市外の皆

様からも住んでみたい地域として選ばれる竹原市をぜひとも実現したいと考えておりま

す。引き続き本市のかじ取り役として市民の皆様の御負託がいただけるのであれば、微力

ではございますが、住みよい竹原市の実現に向けて全力を尽くしてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上、答弁といたします。 

議長（小坂智徳君） ３番。 

３番（宮原忠行君） それでは、逐次再質問をさせていただきたいと思います。 

 今総選挙に対する歴史的認識ということで、どうも焦点が合っていないのかなという気

はするんですけれども、いずれにしても市長の答弁におかれて、今回の総選挙は現在の政

治を何らかの形で変えていきたいという気持ちが反映をされた選挙であると、こういうふ

うに御答弁をいただいたわけであります。なるほど、この第５地区小選挙区におきまして

は、この竹原地区ですね、この竹原地区においては、なるほど自民党候補の寺田候補が民

主党の三谷候補を上回ったと、こういう形にはなっております。しかしながら、比例代表

においては明らかに民主党の票が上回っておると。 

 そして、その結果を受けてプレスネットでは、寺田候補の牙城であった竹原地区におい

てこういう結果しか出なかったということは、実質的に惨敗であると、こういうふうに言

っておられるわけであります。 

 そこで、市長にお伺いをいたしたいのは、現在の政治を何らかの形で変えていきたいと
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いう気持ちがもし今衆議院選においてあらわれたとするならば、この次期市長選挙におい

てどういうふうな影響があると、あるはそうした市民の現在の政治を何らかの形で変えて

いきたいという気持ちに対して、どう説得といいますか、訴えていかれるおつもりなの

か、少しお伺いをさせていただきたいと思います。 

議長（小坂智徳君） 市長、答弁。 

市長（小坂政司君） 今回の総選挙における結果は、先ほども申し上げたとおりでござい

まして、こういった大きく転換をされたということは国民の意思であります。我々地方自

治体にとりましても、今回の各党のマニフェストを見ながら、地域は我々自治体にとりま

しては住民と直接接する基礎的自治体でございますので、やはりこの今までの制度の中で

地方分権が叫ばれる中で、まだいまだそれが進行してないわけでございまして、今回大き

なテーマに地方分権が掲げられました。そういった中で、民主党の政権の中ではそういっ

た一括交付金、また地域主権、それから国と地方の協議の場、こういったことが掲げられ

ておりまして、こういった面は非常にこれからの地方分権を進める上では画期的なことで

はなかろうかと思いますが、これはやはり進行へのプロセスは時間がかかるものではなか

ろうかと思います。我々もそういった面で、しっかりと地方分権の中でこれから、議員も

指摘をされましたけども、地方自治体としても主体的な政策決定をし、住民福祉の向上と

いいますか、住民の直接的な目線の中で政策展開をしていかなけりゃいけないという認識

に立って、これから進めてまいりたいと思っております。 

議長（小坂智徳君） ３番。 

３番（宮原忠行君） なかなか歴史の評価というのは、それぞれのよって立つ立場なり、

考え方によって違うわけでありますので、余り深入りはしても仕方がないんかなと、こう

いうふうに思うわけでありますけれども、しかしながらやはり私も全国紙、地方紙、全部

を読んどるわけではありませんけれども、とりわけ今回の選挙が歴史的な総選挙と、こう

いうふうに言われておりました関係で、４紙から５紙ぐらいはいろいろと切り抜きをさせ

ていただいたりしてきたわけであります。いずれにしても、今回のこの総選挙あるいは政

権交代に対する内外の評価というのは極めて高いものがあります。 

 例えば、日本経団連の御手洗冨士夫会長は３１日、記者会見をされて、民主党が圧勝し

た前日の衆院選の結果について、戦後の憲政史上本格的な政権交代が可能な時代に入った

という意味で、歴史的な意義があることを強調されました。また、民主党の支持者といい

ますか、サポーターといいますか、京セラの名誉会長の稲盛和夫さんは、ある月刊誌での
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インタビューで今回の総選挙について次のように語っておられるところであります。ちょ

っと紹介をさせていただきたいと思います。 

 今回の総選挙で民主党が勝利し、ようやく政権交代が実現することになった。日本の政

治が大きく前進したのだ。これまでの自民党中心の政治体制は、国民の目線から離れ、自

分たちの政権を維持するために官僚とともに保身に走ってきた。そうした従来からの政治

体制を守ろうとする保守的な風潮に対して、国民の不平不満が臨界点を超えて一気に爆発

した結果である。戦後、日本の政治は長期にわたって自民党による一党支配に置かれてき

たが、それはまた古い因習や過去のしがらみに縛られてきた政治が当たり前のように行わ

れ続けてきたことを意味する。政権交代とは、しがらみや慣習にとらわれず、国民が本来

持っている主権を行使してよりよい政権を選択する行為であり、悪い政治をすれば国民か

ら批判を受けて政権の座からおりなければならない。いい政治をしない政党が政権の座に

しがみつくことは許されない。この単純明快な原理原則こそが政権交代の最も重要な意味

であると語っておられます。 

 そして、鳩山新政権に求められている大きな役割として、小泉構造改革以来、アメリカ

追随型の市場原理主義の副産物として生み出された深刻な格差社会をどう改善していくか

にある。米国社会でもリーマンショック以降、大企業のＣＥＯ――最高経営責任者たちの

巨額な報酬が問題になっており、極端な成果主義の末に生み出された格差社会への批判が

高まりつつある。こうした格差社会を是正して、国民が安心して暮らしていける社会をつ

くり直すことであり、それこそが鳩山政権が取り組まなければならない緊急課題であるこ

とを強調されております。 

 また、海外の論評としては、元オランダ誌駐日特派員として平成元年に『日本権力構造

の謎』を著して論議を醸したカレル・ヴァン・ウォルフレンアムステルダム大学名誉教授

は、全国紙の政権交代、海外の視点の最終版インタビューをされておりますので紹介をさ

せていただきたいと思います。 

 ウォルフレンは、政権交代の意義はという質問に次のように答えています。今回の政権

交代は、幕末の黒船来航や昭和の敗戦に匹敵するほどの歴史的転換点になる可能性があ

る。日本は戦後、産業の生産性向上を至上の目標に定め、官僚主導のもとひたすらその目

標を追求してきた。民主党の公約が実現すれば、日本は国民の暮らし向上を最優先に考え

る政治主導の普通の国に生まれ変わることができる。 

 また、なぜ官僚主導ではだめなのかという質問に対して、日本人はよく働き、高度成長
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をなし遂げたにもかかわらず、民衆はその恩恵をいまだに享受していない。社会保障の充

実や住宅事情の改善など、国民本位の政策に優先順位を切りかえる必要がある。官僚には

そうした戦略的決定はできないと答え、さらに日本異質論が言われた１９９０年代前半と

今の日本の違いはとの質問に対しては、政党の合従連衡もあり、日本の政治状況はこの２

０年で大きく変わったが、問題の核心である官僚主導の政策決定プロセスは基本的に変わ

っていない。当時も今も政策は予算を握る財務省のさじかげんで決まり、内閣は毎回２０

分程度の閣議でこれを追認しているにすぎない。ほかの主要先進国に比べ、官僚主導のい

びつな権力構造は異質である。国民の利益のためにはこれを是正する必要があるとお答え

になっておられます。 

 そして、国民本位の権力構造に変えるにはどこから手をつけるべきかとの最後の質問に

対して、財務省にかわり政策の優先順位を戦略的に判断できるかじ取り役が必要だ。その

役割を担う国家戦略局の整備が非常に重要になる。内閣が主導権を確保しつつ、官僚と生

産的な関係を構築できるかが成功のかぎを握る。新政権は政治主導の仕組みを実質ゼロか

ら構築することになる。成否を判断できるまでに３年はかかるだろう。国民とメディアは

しばらく忍耐を求められているということを指摘をされているところであります。 

 もう一つ、アメリカ外交問題評議会上級研究委員のシーラ・スミスさんという女性の方

でありますけれども、この方はこのように述べておられます。 

 今回の政権交代は、日本が政治的活力のある国だということを内外に示したし、米国を

初め関係国はそうした活力のある日本の姿を待ち望んでいたと思うと、このようにコメン

トされているわけであります。 

 いずれにいたしましても、政権交代という熱風というか烈風というか、この日本列島を

覆い尽くして、あの劇的な政権交代を実現したわけであります。しかし、その根底にはバ

ブル以降破壊され続けた国民の生活と、そして地域社会の大きなひび割れといいますか、

底割れ、これに対する一人一人の国民のやり場のない怒りが、某地方紙をして静かなる革

命と言わせた結果をもたらしたわけでありまして、私は１２月がどういう結果が出るかわ

かりませんけれども、この竹原市においてもやはり８・３０のあの劇的な状況をもたらし

た閉塞感なり政治状況というのは、どこまで強くかはわかりませんけれども、存在をして

おることは間違いないという、まさに竹原市もそうした日本列島全体が覆われた歴史的転

換点に置かれていることは間違いないであろうことを申し上げて、次の質問に入らせてい

ただきたいと思います。 
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 ２番目の質問ですけれども、この議場におきましても何人かの議員さんが、同僚議員あ

るいは先輩議員が、このマニフェスト等につきましていろいろ質問をされました。そし

て、私も全く同じように思うわけでありますけれども、現時点においては国家戦略局な

り、あるいは行政刷新会議、そして既存の省庁である財務省との関係が一体いかなる関係

に落ちついていくのか、なかなか不透明なことは間違いないと思うわけです。 

 しかし、さはさりながら、例えば答弁にありましたように、例えば全国市長会の動向を

見てとか、あるいは地方六団体の動向を見てからということでは、私は対応が遅過ぎるの

ではないかと、このように考えておるわけであります。 

 例えば、東広島市におかれては、市長みずから民主党のマニフェストを手にして勉強し

とけよと、こういうふうに指示をされておるところであります。呉市においてもしかりで

あります。また、全国津々浦々、やはりそれなりに高い評価を受けておるといいますか、

一定の政治的発言力をお持ちになっておられる首長がおられるところにつきましては、や

はりそれなりの対応を示され、例えば呉市におかれては、租税特別措置法の改正といいま

すか、これに伴う税収減が幾らあるよというところまで出されておるわけであります。 

 そこで、これは市長でなくても副市長でもいいんですけれども、竹原市において具体的

にそういう勉強会なり、あるいは情報収集を現時点においてされておられるのかどうか、

少し確認をさせていただきたいと思います。 

議長（小坂智徳君） 副市長、答弁。 

副市長（友久秀紀君） 御質問の件でございますが、民主党に係りますマニフェストに係

る詳細な制度の内容等につきましては、まだ不明な点が多く、現時点においてはどのよう

な影響があるのか予測が難しい状況ではありますけれども、適切かつ迅速に対応できるよ

う、担当部署において的確に情報収集を行うことについて連絡会議を通じて指示をするな

ど、必要な準備に努めておるところでありますので、御理解いただきたいと思います。 

議長（小坂智徳君） ３番。 

３番（宮原忠行君） 確かにおっしゃられるとおりなんです。確かに。 

 ほで、じゃあなかなかわからんからもう少し様子待ちだと言っておられるような状況な

のかどうかなんです。まして１２月２０日には市長選挙の投開票があるわけでしょう。当

然、その街頭においても、個人演説会においても、市長はそうしたことに対して、市長、

一体どうなっとんやと、今大変な予算編成の時期じゃないかと、こういうことで民主党へ

の対応なり、民主党といいますか、現在の政権に対する、恐らくは予算への要望活動と
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か、この事業に対して、例えば道の駅であれば道の駅に対して市長、一体どうしょうるん

ならと、どういうような予算要望活動していっとるですかということは当然問われます

よ。まして、市長が後援会長として応援をされた、長く政権与党にあり、財務官僚として

枢要な位置にあられた候補者が落選されたわけでありますから、当然市長の演説といいま

すか、市長の訴えを、政策を聞いてみたいという方が街頭であれ個人演説会であれ、そう

したことに対する質問は必ず出ますよ。そのときには今のような、副市長のような答弁で

は、私はじゃから先ほどから申し上げてるように、この竹原市においても旧来の地盤とい

うものがどこまで地殻変動を起こし、そして底割れをしておるのか、これはわかりませ

ん、やってみなきゃ。やってみなきゃわかりません。 

 しかし、こういう言い方が適当かどうかわかりませんけれども、必勝を期される市長と

しては、当然そこに対する予測なり、どうやって説得しようかという論陣を張らなきゃな

らんわけでしょう。当然、副市長とか、私何度も申し上げてる、退職金なり年金を給料計

算しょうりゃええ人と、まさに説明責任の最終責任としての市民の精細的説明責任を求め

られるわけですから、そうしますとそこのところをやはりもっと迅速に、的確に私はされ

る必要があるんじゃないかと、こう考えるわけです。 

 そこで、例えば私も、今の東広島とか呉とかという場合はマスコミ報道等でされておら

れるからあえて紹介はいたしませんけれども、御存じかどうかわかりません。神奈川県の

露木順一開成町長、恐らく御存じじゃろうと思います。この方は政府の地方分権改革推進

委員会委員のお一人であります。この方は、もう既に政権交代への対応をテーマに、財政

調整会議を招集し、民主党のマニフェストの内容を吟味し、今後町行政に影響が出る可能

性がある箇所のチェックを急ぐことを申し合わせ、対応させとんです。 

 そして、どう言っておるかといいますと、例えばですよ、子ども手当が創設されるね

と。そうすると、コンピューターシステムの改正と構築と、膨大な予算が必要とされるわ

けです、経費が。恐らく後期高齢者医療制度も現下の状況においては廃止の方向を検討せ

ざるを得んと思うんです。そうすると、露木開成町長は、例えば子ども手当の創設に伴う

経費については政府へ要求すると、こうはっきり言ようるわけです。ね、そうでしょう。

しかし、今までの状況を見ると、今までの自民党政権下においても、例えば住民基本台帳

のオンライン化にしても全部それぞれの基礎自治体の全額負担でしょう。何ぼうかあった

んかもわからんが、交付金か何か。そうしますと、今から例えばそうした子ども手当の創

設についてもかかる費用について、これはやはり国に対して要求していくんだとか、いろ
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んなことを市長みずから街頭に出られたか、あるいは個人演説会においては個別具体的に

そういうふうに、ある意味竹原市民のために闘う姿勢というものを出さなければ、なかな

か今の地殻変動なり底割れが予測されておる状況の中での選挙戦というのは、私はまこと

に厳しいもんがあるんじゃなかろうかと、このように考えるわけです。老婆心だとおっし

ゃられればそうなんですけど。 

 しかし、いずれにしてもやはりもっと具体的に危機感を持って、市長みずからが副市長

以下に緊急指令を出して、そこら辺の検討なり、あるいはまたその検討していく過程で市

長が街頭演説なり個人演説会で答弁されるか、聴衆なり有権者に説得される詳しい材料が

できて、まさにどうしても喫緊の課題だと、こういうふうに思うわけです。 

 そこで、市長のほうで改めて今の政権が、鳩山政権下において予測されるあらゆる事態

に対して、教育委員会も含めて、再度問題点といいますか、市長が市長として政治的に取

り組まなければならない課題を摘出するといいますか、そのためにも緊急に指示を出され

るべきだと思うわけでありますけれども、この点についての市長のお考えをお聞きしたい

と思います。 

議長（小坂智徳君） 市長、答弁。 

市長（小坂政司君） 先ほど呉市あるいは東広島の件が出ましたけども、情報発信が弱い

せいもあるかもわかりませんが、８月３０日の結果を見まして、９月１日の朝礼では全職

員の中で民主党のマニフェストについては十分に研究をし、そして竹原市にどういう影響

があるかということの指示はさせていただいております。また、その工程の中では、今先

ほど申し上げましたように、副市長以下そういう検討会を開いております。 

 先ほど提案のように、民主党のマニフェストを実行した場合に、やっぱり光の部分と陰

の部分もあるんです。そういった面は、単市の問題ではないわけでございまして、広島県

の市長会、定期的にやっとるんですけども、今回のこういうことは、８月３１日に市長会

がございまして、こういう政権交代の中で非常に我々地方自治体が抱える問題は、今言っ

たいい面と悪い面がありますから、そこら十分検証しながら、それぞれが持ち寄ってもう

緊急的に集まろうじゃないかと。定期的に集まるのではなく、その都度集まるような合意

形成をさせていただいておりますので、広島県においても、また全国市長会においてもそ

うだろうと思いますが、基礎的自治体であります住民に身近な自治体は、そういった政権

交代による変更のプロセスを十分見きわめながら住民福祉に努めてまいりたいというふう

に思っております。 
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議長（小坂智徳君） ３番。 

３番（宮原忠行君） いずれにしましても、鳩山現総理といいますか、当時の鳩山民主党

代表は、革命的な選挙をうたい、そして当時の麻生太郎自民党総裁は、革命的な選挙にし

てはならないと、こういうふうに訴えてこういう結果が出たわけであります。ですから、

恐らくある意味、海外の論調等も含めて御紹介させていただきましたように、恐らく革命

的な事態というのがある意味起きてくるのかもわかりません。 

 例えば、マニフェスト選挙を一番最初に実施された三重県の北川正恭知事は、当時一切

東京への、霞ヶ関への、あるいは永田町への陳情というのは一切しなかったわけでありま

す。恐らく今までのような陳情政治が続くのか、あるいは要望活動が続くのか、とりわけ

年末あるいは新年度予算編成とか、そういったことに絡んでの、はっきり申し上げれば各

省庁の指示による都道府県知事、市町村長を動員した、とりわけ各省庁といってもその事

業官庁であるとか、あるは財務省に対する、そうした大量動員型の陳情政治とかなんとか

というのはひょっとすると消えてきて、かえって市長なり首長なり、そうした方々はじっ

くりと年末予算編成なり、いろんなことでできるというメリットもあるのかもわかりませ

ん。 

 しかし、いずれにしてもなかなか、それこそ未知の世界への突入であり、未体験の世界

に入るわけですから、そうであればこそやはり市長におかれて最高責任者として、それぞ

れの各部署に対しても緊張感を持って情報入手と、それへの対応をできるようなものとい

うのは、やはり指示をされ、策定をされるべきだと私は考えておりますので、よろしくお

願いをいたしたいと思います。 

 それで、４番目の全国知事会の消費税増税です。今回の総選挙に関して、全国紙、地方

紙問わずさまざまな形で世論調査をしております。あるいは、国民の意識調査をしており

ます。それで、各紙で、例えば朝日新聞であれば１番に上がってくるのは、例えば年金と

か医療とか、いわゆる社会保障、ほで中国新聞の報道によれば、今衆議院選挙の広島、山

口両県の県民意識調査では景気対策、これが１番に上がっておりました。ほで、そこのと

ころの１番、２番に上がってくる関心の項目というのはいろいろありましても、やはり共

通しておるのは、民主党そのものが５つの理念なり５つの約束でうたい上げたように、国

民は増税ということに関してはやはりおかしいよと。まだまだ無駄があるのではないか

と。それは、恐らく国、地方自治体も含めたおおよそ行政組織とかというものに対して、

国民は非常に厳しい目で見ておる、それが無駄なんだと、こういうことになってくるわけ
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です。 

 そうしますと、竹原市におきましても私もいろんな方々とお話をさせていただく機会は

ございます。その中で、私はそんなに市の職員が余っておるとは思わないので、そのよう

にお答えをするわけでありますけれども、しかし私の支持者であっても、おまえはやっぱ

り公務員上がりじゃけんよと非常に厳しいですね、非常に厳しい。それで、このだれもか

も市長選挙へ絡めての論理の展開というのはいささか気が引ける面もありますけれども、

いずれにしても職員の減かあるいは賃金の引き下げか、そこら辺に対する考え方、今の全

国知事会等の提言もあわせて、恐らく市長選挙の争点になってくるのではなかろうかと、

このように考えるわけです。 

 ほで、もし少し答弁を控えたいということであればそれはそれで結構でございます。そ

の点について、もっと言葉を変えて言えば、竹原市において無駄があるとお考えなのかど

うかについてお答えを願いたいと思います。 

議長（小坂智徳君） 市長、答弁。 

市長（小坂政司君） 現在、竹原市では今集中改革プランを本年度末までの期間で実行さ

せていただいております。その中には、職員の定員管理、あるいはそういった給与体系も

加味して現在やっているところでございますけども、そういった中で今国家公務員の給与

の減とか人件費の減とかというものもございますので、来年度の今行革への取り組みを進

めているところでございます。 

 また、人員減という話の中では、これからの地方分権が進む中で県の権限移譲、あるい

はそれとか今言った一括交付金等は、やはり地方にいろんなものの権限もすべて移す、ま

た予算もふやすということの中で、地域が地域ですべてを考える中では優秀な職員が政策

をつくっていかなきゃいけませんので、そこらも十分に踏まえながら、次の行財政改革体

制づくりを進めてまいりたいというふうに思っております。 

議長（小坂智徳君） ３番。 

３番（宮原忠行君） それで、今衆議院選挙、市長ともども街頭に立たせていただいた

り、個人演説会でやらせていただいて、頑張ってきたわけでありまして、まことに残念な

結果になったわけですけれども、それで市長、１つは、寺田先生が敗戦の弁の中で、政策

論争をしたにもかかわらず、残念ながら皆さん方に御迷惑をおかけしたと、こういう意味

の敗戦の弁を語られたわけであります。 

 そこで、寺田先生、例えば高潮対策とかあるいは道の駅とか、あるいは歴町とかあるい
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は仁賀ダムとか、こう訴えられたわけです。しかし、私同行した方々にも申し上げました

けれども、街頭演説なり個人演説会でのそうした訴えに対して、聴衆の方の反応が非常に

弱い、拍手がない。あっても弱い、力強さがない。といいますと、災害問題とも絡んでき

ますけれども、例えば日本で初めての都市防災型の道の駅と言いながら、じゃあそこのと

ころはなるほど立派なものができたけれども、川岸なんか、護岸なんか。しかし、そっか

ら上へ行きますと、すき間はあいとる、穴はあいとる、床上浸水までいったかどうかわか

らないけれども、浸水をしているところが放置されとると。ほで、さらに田ノ浦川をさか

のぼっていきまして東田ノ浦川へ行きますと、もう３０年、４０年お願いをしとんだと。

砂防河川ですよね。ほで、石垣も粗末なもんですから、どっどっどっどっ底を洗うていき

ますから、道路も陥没しそうな。ほで、これも何十年言うてきたんじゃけれども一切やっ

てくれんのですと、こうですよ。 

 そうしますと、なるほどまさにここが自民党政権と民主党政権のかわるところかもわか

りません。あるいは、かつて私も人権尊重をしたまちづくりなり地域開発をやってきたと

ころは成功したけれども、大型事業で官僚あるいは政治家と結びついて利益配分、特権益

を守ることができるような大型事業以外は知るかいやという姿勢の中で、もし、もしで

す、例えばあの周辺で市長が、例えばですよ、全国で初めての都市型防災拠点施設として

の道の駅を言うたら、恐らくその周辺は市長反発を受けます。 

 そして、皆実町もそうです。皆実町、私がいろいろと指摘させていただいて、新たにポ

ンプも２基設置する。そして、あれだけの大雨。私の家へ電話が入りました、緊急に。何

をしょんならというて。ほで、行ってみますと、もう水位が上がってどうしようもない

と。ほで、海は干潮です。ほで、ポンプ一切動かず。ポンプあるんですよ。あるにもかか

わらず、ポンプが一切操作されない。これは、雨量の問題とか以前の問題として、私はま

さに人災であると言わざるを得んと思います。皆実排水機場につきましては。 

 ほで、理由を聞いてみると、干潮時にポンプを回すと流出量といいますか、ががっと行

って、そこへ隧道というかトンネルがある。ほで、そのトンネルが崩落をして、その勢い

に押されて出口のところで堆積をして、後その隧道使えんけえ冠水時には樋門あけちゃい

けんのですというて、どしゃ降りの大雨でざあと行って道路から冠水。見る間ですよ。ほ

いで、あけえや言うてもあけん。ほで、私やむなく、やむなくですよ。それも、私から電

話があって、それぞれの職員に電話かけたら、やれ広島行っとるとかいろいろあってなか

なか集まらない。ほで、もう既に洪水警報は発令されとるです。ほで、そのほかの方も近
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辺の方が市役所へ電話をかけた。当然、日曜日じゃったと思うけれども、宿直へ電話をか

けると、防災本部なんか知るかあやというて言うたというて、またわしんところへがっが

っがっがっ電話がかかってくる、こういう状況です。ですから、私この前も申し上げまし

たけれども、市長やはりみずからが、私ずっとずっと行けとは言いません。しかし、そう

した冠水の常態化したところとか、常にもうわかっとるわけですから、やはりそこは一度

みずから視察に行かれて、そして幾ら金がかかるのかはわかりませんけれども、やはり根

本的な解決であるところの隧道というのは修理をせなきゃならんと思うんです。これは、

ちょっと部長とか副市長ということでなくて、市長みずから御答弁いただきたいと思いま

す。 

議長（小坂智徳君） 市長、答弁。 

市長（小坂政司君） この前の災害につきましては、先日も各議員からもお話がございま

した。想定外の大雨ということもございますけども、市民の安全・安心は我々の施策はし

ていかなければいけないというふうに思っております。 

 ただいまの話の中では、やはり状況判断を満干潮という判断だけではなく、先日も話が

ございましたように、いろんな状況が変わる中での判断が不足していたというふうに思っ

ております。そういうことも踏まえながら、また施設整備につきましても十分地域住民の

実情を勘案して取り組みをしていただきたいというふうに思います。 

議長（小坂智徳君） ３番。 

３番（宮原忠行君） 時間も迫ってきましたんで、ぜひとも今の皆実排水機場のトンネル

につきましては、やはり来年度予算において措置をされるべきだと、こういうふうにお願

いをしておきたいと思います。 

 そして、また吉崎とか、それから毛木沖、これらにつきましても今回の補正予算で上が

っておりますけれども、備えあれば憂いなしです。そうした警報が出て一定の雨量がもう

想定されるのであるならば、ポンプをリースして設置しとけばいつでもできるわけです。

たった１５０万円か２００万円じゃないですか。幾ら竹原市が貧乏しょうるというても、

まだ２００万円、３００万円の予備費もあるわけですから、ぜひとも今後はそうした予備

費もあるわけなんで、市民の皆さんに被害を及ぼさないような行政としての事前の備えと

いうものをぜひともお願いをさせていただきたいと思います。 

 そして、問題は吉名です。吉名が城川があり、中溝川があり、それから小浦尻川があっ

て、皆連動しております、入り口で。そうしますと、どうしても全体としての容量不足な
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んです。ほで、バイパスつくったけえというても中溝川しかいけないと。ほで、城川のほ

うが高いですから、高低差ありますから、ここへ接続することも難しい。そうしますと、

じゃあ一体どういう方法があるんか、あるいは遊水地とか、そうしたものをつくらざるを

得んのか、あるいはその他の例えば、なかなか難しいと思うけれども、川幅を例えば道路

を広げてでも、地下のような形で一定の区間川幅を広げて容量を拡大するとか、こうした

ことも考えていただきたいと思うんです。 

 そして、きのうもいろいろ議論がありましたが、今の排水機場が全部基本的には農業振

興区域内における農業用施設でやっておりますから、どうしたって国の、これ縦割りで

す。縦割りの基準があって、どうしても排水能力が低い。そうしますと、まさに一括交付

金の時代になるわけですから、これを負担金が高い農林水産じゃなくて、何とかできるだ

け地元負担の少ない事業へ持っていけるように、あるいは一括交付金の中でできるんかも

わかりませんけれども、ぜひともそこんとこの検討をお願いしたいと思います。 

 もういよいよ時間が迫ってまいりました。 

 いずれにしても、現時点においてお二人がこの１２月２０日の市長選挙へ立候補を表明

されたと。ぜひともこの不透明な閉塞感にあふれた竹原市の中で、なるほどこの方なら間

違いなくこの竹原市の閉塞状況を打ち破って、あすの竹原、未来の竹原を夢見ることがで

きると、頑張ってみようというような政策なり論争が正々堂々と行われて、なるほど竹原

市にとっての歴史的な転換点の選挙であったと、こういう選挙にしていただくことを心か

らお願いを申し上げまして私の一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

議長（小坂智徳君） 以上をもって宮原忠行君の一般質問を終結いたします。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第４ 

議長（小坂智徳君） 日程第４、報告第７号竹原市の健全化判断比率及び資金不足比率に

ついてを議題といたします。 

 事務局職員から報告文を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（小坂智徳君） 市長から報告理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 報告第７号竹原市の健全化判断比率及び資金不足比率について御説
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明申し上げます。 

 本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の

規定により、本市の健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員の意見をつけて

議会へ報告するものであります。 

 まず、健全化判断比率のうち実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、実質

収支が黒字であり、赤字額なしとなっております。実質公債費比率につきましては１１．

８％となっており、将来負担比率につきましては５４％となっております。 

 次に、資金不足比率につきましては、水道事業及び公共下水道事業ともに資金不足なし

となっております。 

 なお、これらの比率が早期健全化基準を上回る場合、財政健全化計画の策定や外部監査

等が必要となりますが、本市の比率につきましてはいずれもこれを下回っております。 

 以上のとおり健全化判断比率及び資金不足比率について御報告いたしますので、よろし

くお願い申し上げます。 

議長（小坂智徳君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって質疑を終結いたします。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第５ 

議長（小坂智徳君） 日程第５、議案第４９号人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求

めることについてを議題といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（小坂智徳君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第４９号人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることに

ついて御説明申し上げます。 

 本案は、竹原市の区域から選出されております人権擁護委員東山寛治委員の任期が平成

２１年１２月３１日をもって満了となりますので、その後任委員として坂本忠明氏を推薦

いたしたいと考え、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるもので

あります。 

 坂本氏は、東条自治会会長、吉名地区自治会連合会会長、竹原市自治会連合会副会長、
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竹原市公衆衛生推進協議会副会長を歴任されるなど、地域住民の福祉の向上のため尽力さ

れており、地域社会の実情に通じ、住民の信望も厚く、人権擁護委員として適任であると

考えるものであります。 

 何とぞよろしくお願い申し上げます。 

議長（小坂智徳君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第６ 

議長（小坂智徳君） 日程第６、議案第５０号人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求

めることについてを議題といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（小坂智徳君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第５０号人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることに

ついて御説明申し上げます。 

 本案は、竹原市の区域から選出されております人権擁護委員土田勇委員の任期が平成２

１年１２月３１日をもって満了となりますので、その後任委員として同氏を引き続き推薦

いたしたいと考え、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるもので

あります。 

 土田氏は、昭和４０年に竹原市消防本部消防吏員となり、平成２年以降安芸津消防署長
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等を歴任し、平成１２年から竹原広域消防本部次長を務められ、平成１５年３月退職後、

大応自治会会長に就任され現在に至っております。 

 土田氏は、地域住民の福祉の向上のため尽力されており、地域社会の実情に通じ、住民

の信望も厚く、人権擁護委員として適任であると考えるものであります。 

 何とぞよろしくお願い申し上げます。 

議長（小坂智徳君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第７ 

議長（小坂智徳君） 日程第７、議案第５１号竹原波方間自動車航送船組合の解散につい

てを議題といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（小坂智徳君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第５１号竹原波方間自動車航送船組合の解散について、提案の

理由を御説明申し上げます。 

 本案は、関係市と協議の上、平成２１年９月３０日をもって竹原波方間自動車航送船組

合を解散することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 竹原波方間自動車航送船組合は、中国・四国の産業、経済、交通、観光、文化の交流発

展を期することを目的に、自動車航送船事業を行うための一部事務組合として昭和３５年
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３月に設立しました。 

 その後は、広島県と愛媛県を結ぶ海上交通として、中国・四国の産業、交通並びに地域

経済の発展に貢献し、大きな役割を担ってきましたが、平成１１年５月にしまなみ海道が

開通して以降、輸送台数が減少し、平成２０年には高速道路の大幅な料金の値下げが行わ

れたため、輸送台数の減少に拍車をかけることになり、厳しい経営状況となりました。 

 このことから、これまで航送船組合が果たしてきた公益的役割は、しまなみ海道の開通

とその利便性等が高まることにより、しまなみ海道に移行している現状を踏まえると、こ

れまで航送船事業が担ってきた公益的役割は薄れてきたため、竹原波方間自動車航送船組

合を解散しようとするものであります。 

 何とぞ慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（小坂智徳君） これより質疑に入ります。 

 １１番。 

１１番（松本 進君） ただいまの市長の提案は、中四国フェリー事業、この組合を解散

するという提案であります。 

 市長の説明にもありましたように、これまでこの中四国フェリー組合の事業が果たして

きた役割、中四国の産業、経済、交通、環境、文化、こういった交流の大きな役割を果た

してきたということも説明がありました。 

 それで、橋の開通や高速道路の値下げ等で厳しい経営状況にあるというのは私も承知し

ておりますけれども、公益的役割が薄れてきたんだから解散するということで、私はこれ

までさまざまな努力が果たしてやられてきて、結果もうやむを得ないという時点での選択

なのかということは大変疑問に思っています。だから、私はこういった中四国の海の道と

しての大切な公的な役割、玄関口としての竹原市の役割、これはさっきの総合計画でのま

ちづくりの柱、まちづくりの中でも議論、私は意見を上げましたけれども、前総合計画で

竹原市として取り組んできた工業団地なり区画整理事業が、これが要するに失敗して人口

流出の歯どめにはならなかったということはだれが見ても明らかな結果であります。 

 ですから、このまま２つの柱といいますか、そのとき私が申し上げたんは、こういった

中四国の玄関口としての大切な事業を、厳しい環境にあることは知ってるんだけども、あ

らゆるやっぱり存続のための努力を私はすべきじゃないかということをこれまでの説明の

中でも申し上げてきました。 

 ですから、まちづくりから考えた場合は、この玄関口としての海の道を閉ざした場合、
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ますます寂れるといいますか、この方向だけはだれが見ても明らかだと思うんです。です

から、私は厳しい経営環境にあるからコスト的に見たらなかなか存続は厳しいというのは

一面では大変わかるんですけれども、私はそういう面と、この事業の存続で竹原市のまち

づくりの観点から見て、確かにあらゆる努力をしてやったほうが人口の減少に歯どめをか

ける、逆に言うたら竹原市の活性化、まちづくりには大きな役割を果たすと思うわけで

す。 

 ですから、ここで聞いておきたいのは、存続のための努力を竹原市で本気でやってきた

んかなというのが、大変私は疑問に思ってるわけなんです。初め、経営環境が厳しいか

ら、公的役割が薄れたから、もう廃止ありき、逆に言えば。そのための段取りをどんどん

どんどん今まで手順を踏んできた。これで今回こういった議案の提案の仕方してるんだけ

ども、私はこういうことで果たしていいのかどうかというのは、この提案に対してもはっ

きりとやっぱり市長の見解なりを再度伺っておきたい。ですから、存続のための努力を果

たして市長としてやってきたのかどうかということをもう一回確認しておきたい。 

 それはどういうことからの関連かというと、確かにここだけではなくていろんな新聞で

も各フェリー事業、フェリー会社は厳しい環境に置かれているということはいろいろ新聞

でも載っております。それで、最近の９月３日の中国新聞では、生き残りをかけた存続の

ための努力を各フェリー会社もやっているわけです。それで、１つは係船料、この９月３

日の中国新聞では、広島県が係船料を全額免除してその航路の支援をやるんだという記事

が載っておりました。ですから、私はいろいろ民間会社がいろんな面の努力、確かに廃止

されたとこもあるんですけれども、その中でも可能な努力をやってきて、１つは県の支援

を受けているということが事実としてあるわけです。だから、私は１つはこの違いはどこ

にあるんかと。竹原市が本気で存続のための努力をしてきた結果、県がこういった、これ

は係船料なんだけども、いろんな支援をもう全部拒否してきたんかと、そこを私は問いた

いんです。だから、民間会社ではこういった係船料で、県は９路線ですか、２，４００万

円を支援するということが具体的に載っておりますけれども、だから金額の大小だけを問

うのではなくて、私は県や国に具体的にどういう働きかけたのかということを繰り返し申

しました。やったけどもだめだったんだという結果しかない。 

 だから、私はここであえて聞きたいのは、民間会社が航路存続のために県に支援をやっ

ぱり働きかけて、現実にこういうことが９路線ではやられていると。県が支援をするとい

うことを決めたと。しかし、竹原市の場合は何でこういった支援が受けられることができ



- 158 - 

なかった、その違いはどこにあるのかということをまず市長にお尋ねしておきたい。 

 それから、支援策の２つ目の点で、これも言ってきたことだけども、中四国フェリー事

業でこれまでもうかったときもある、こういったお金の活用を最大限してみたらどうか

と。経済というものは今のような状況がずっと続いたら困るわけであって、いろんな内需

拡大とか、いろんな面で経済の好転ということも実際はやらなくては大変なことになるわ

けであって、私がそのとき言ったのは、せめてため込んだ金というんか、もうかったとき

のお金を今だからこそやっぱり活用すべきじゃないか。せめて、ずっと０まで使うんがい

いんかどうかはいろんいろな議論のあるとこでしょうけれども、せめてこの一、二年は歯

を食いしばって、例えば県が支援しないのなら竹原市が支援して何とか頑張ってみよう、

そういったことが竹原市のまちづくりで活性化の大きな役割を果たすということに私はつ

ながってくる。そういった政策的な決断がないと、確かにコスト面だけ、環境だけ見たら

だれが考えてもそれは厳しいですよ。それじゃしょうがないなと。じゃあ解散するかと。

わかりましたということしか結論出ないんです。だから、我々は政治家なんだから、こう

いった決断だけでほかの選択肢はないのかということをやっぱり議論しなくてはいけな

い。だから、そのお金はどうするんかと。松本、ほいじゃあないのに言よんかというんじ

ゃなくて、具体的にそういったお金なんかを私は活用することは決して無駄金とはならん

と思うんです。だから、まちづくりのためにじゃあ一、二年頑張ってみようと、支援して

みようじゃないかということを言うことも必要じゃないかと思うんです。ですから、そう

いった努力も全くしないで焦ってこういったことを結論出さざるを得ないと。私はそうい

った指摘をしたいと思うんですけども。 

 そういったまちづくりの観点から私はあえてここで聞きたいのは、まちづくりの観点か

らも、今まで利益のあったお金を市長として投資して、なぜそういった選択も考えなかっ

たんかということを重ねて２つ目として聞いておきたいと。 

 それから、３つ目の問題は、繰り返し雇用問題で節目、節目で聞いてまいりますけど

も、前のときもちょっと聞きましたが、現時点で解雇者が何名あって、再就職等はどうい

った状況なのか、積極的な再就職の支援ということは当然のことですから、その再就職の

状況を再度お尋ねしておきたい、この３点です。 

議長（小坂智徳君） 企画政策課長、答弁。 

企画政策課長（山本耕史君） まず、１点目の御質問についてでありますけれども、市と

して本気で継続に向けて取り組んだのか、国や県に言っていったのか、それから昨今の県
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の支援等々と比べて何が違うのかというような御指摘、さきの全協の場でもありました御

指摘だと思いますけれども、冒頭市長が議案の説明で申し上げましたように、平成１１年

のしまなみ海道の開通以降、これまでの社会情勢の変化に対応する中で、これまで経営健

全化に向けた航送船組合が種々の取り組みをやってきた。とり得る可能性のある経営健全

化策は検討、実施してきました。市としても国、県というか、不十分だと言われるかもし

れませんけれども、国交省海事局あるいは中国運輸局あるいは日本旅客船協会を通じて要

望もしてきました。 

 最初から結論ありきだったのではないかというような御指摘ですけれども、決してそう

ではなくて、航送船組合の今後のあり方については、航送船組合と関係市、竹原市、今治

市の間でニュートラルなスタンスで検討する場を設けて、継続、それから民間への譲渡は

できないのか、あるいは最後は解散せざるを得ないのか、そういう選択肢を設けて考えら

れる方向性について検討してきたというような経緯があって、いろいろ検討した結果やむ

を得ず今回航送船組合を、極めて残念ではあるがという前置きをした上でそういう方向

性、結論を出したものであります。 

 将来的に経営改善の見通しが立たない中で、例えば先ほど２点目で言われたような財政

支援を前提とした事業の継続というのが、これは極めて難しいというか、逆に前提となる

航送船組合の時代の流れの公益的な役割が薄れる中で、財政補てんというか支援につい

て、納税者である市民の理解を得ることがなかなかそれは難しいのではないかという、そ

ういう判断、そういうことを踏まえて今回こういうような結論を導き出したわけでありま

す。 

 ただ、まちづくりの点で言いますと、海を生かしたというような、港を生かしたという

のは総合計画でもうたっております。議員御指摘のとおりそういうふうにうたっておりま

すので、引き続き島嶼部等々との玄関口ではありますから、そういったようなものを生か

してまちづくりを進めていくというのは、これは当然であるというふうに思っておりま

す。 

 それから３点目の再就職の支援ですけれども、これにつきましては我々が今把握してお

る状況でありますと、航送船組合の在籍職員、６月３０日時点１５名でありますけれど

も、このうちで再就職の決まった方が１１名であります。 

 以上であります。 

議長（小坂智徳君） １１番。 
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１１番（松本 進君） 私の質問は、まず１点目は、支援策の取り組みについて伺いまし

た。なぜそこまであえて言うかというと、事業組合の経営の努力ということもいろいろ伺

った上で、今日のフェリー事業の危機というのは、要するに内部の事業組合の経営努力以

外のほうが経済危機の、要因としては、困難にした要因としてはやっぱり外部要因が大き

いんで、だからそういう面では経営努力以外のとこの根本的なとこがあるわけだから、だ

からそこはやっぱり県や国やそういった支援をやる。もちろん、市もですけども、そうい

うことをやっぱり当然のこととして考えるべきだということで私は申し上げてるわけで

す。だから、経営の問題だけを、そこの狭い範囲で見たらだれが考えても乗らんところを

残してどうなるんかというのはわかるんです、それは当然として。しかし、我々は政治家

なんだから、政策的判断もやっぱりそこはあっていいんじゃないかと。だから、そういう

立場から聞いとるわけで、コスト的な経営から見たらだれが見ても厳しい、残してどうな

るんかというのは一方ではわかります。しかし、それでいいのかと。竹原市のまちづくり

を考えた場合、存続のための、せめて一、二年ぐらいの存続の努力はやっても私は間違い

じゃないと思うんです。だから、そのための努力は本気でどこまでやったんかということ

を問うてるわけです。 

 だから、再度聞くけども、１つは民間が県の支援を受けて、竹原市の航路の支援を受け

んかったその違いは、私は取り組みの違いにあるんじゃないんか、姿勢の違いにあるんじ

ゃないかと私は思ってるから質問してるわけなんです。民間会社はいろんな努力をして、

９路線は県からの支援を受けている。竹原市は国や県から一つも受けてない。どこに違い

があるんかということを明確に答えていただきたいのが１点です。 

 ２つ目は、ためたお金というんか、もうかったときがあったわけだから、その利益を本

当に厳しいときに活用したらどうかという質問なんです。ですから、無駄金になるんかと

いうことにもかかわるんだけども、端的に２点目の分で、竹原市の支援をなぜしなかった

んかということについて、再質問としては、逆に私はまちづくりのためにこの１年、２

年、まちづくりの活性化の投資という観点から、私は支援してもよかったんではないか

と。支援すべきじゃなかったんかということをお聞きしたいんです。だから、逆に市長は

端的に言えば、私が言う考え方の分はもうどうもないし、無駄金になるよと。町の活性化

には一つもつながらんよというお考えなのかどうかをちょっと端的にお答え願いたいな

と。 

 私はそうじゃなくて、この一年歯を食いしばってでも、投資という観点からやっぱり竹
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原市の支援をすべきだと。そういった質問についてどうなんかと。そうじゃなくて、松本

が言ってることは無駄金になるんだと。投資しても町の活性化には役立たんというお考え

なのかどうかを端的に２点目として再質問します。 

 それから、３点目のがちょっと気になったんは、あとの残りの４人はどういう対策をと

るんかということを簡潔にお答えいただきたい。 

議長（小坂智徳君） 企画政策課長、答弁。 

企画政策課長（山本耕史君） 失礼します。 

 繰り返しになるかもしれませんけれども、民間の経営の支援というふうに言われました

けれども、これは係船料の減免ということではありますが、取り組みの違いというより

は、冒頭市長が御説明いたしましたように、航送船組合が果たしてきた役割が、時代の流

れというか、しまなみ海道の開通といったようなことによって橋のほうへシフトしてしま

ったというようなことが、最も構造的な要因がまず一番前提として大きいのではないかと

いうようなことがありまして、このたびの民間のというか、港の係船料の減免というの

は、緊急的な支援として、今回のＥＴＣ割引等に対して県が行うというような発表だと思

いますけれども、この中四国フェリーにおいては、まず前提としてそういうしまなみ海道

の開通等々といういわゆる時代の流れ等々で公益的な役割が薄れてしまったというのがま

ず前提にあるというのを御理解いただきたいというふうに考えます。 

 それから、ためたお金をまちづくりのために使ってはという２点目の御質問であります

けれども、町の活性化が必要なことはこれ当然であります。議員御指摘のとおりでありま

すけれども、じゃあ財政支援を前提とした事業の継続が果たして可能なのかというような

ところを考えた場合には、事業を継続するリスクに対して、やっぱりそういう経済性、公

益性というような点もあると思いますけれども、市民の理解がまずもってちょっと得られ

にくいのではないかというようなところで、やはりそれは困難であるというふうな判断を

せざるを得なかったというのが今回の解散の判断であります。 

 それから、残りの４名に対する就職支援をどうするのかというような、最後の３点目の

御質問でありますけれども、４名の方については、４名のうち３名の方は自分でお探しに

なるというふうに聞いております。本市としても航送船組合と連携しまして、必要に応じ

て就職情報の提供などを行うということで話をしておりますので、そういうふうな取り組

みを行ってまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 
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議長（小坂智徳君） １１番。 

１１番（松本 進君） 雇用問題では本当に深刻な事態というのは皆さん共通して思って

るわけだから、だから最後まで、就職を希望される方は最後までやっぱり責任を持って対

応するという、この姿勢は絶対放棄してはいけないと思います。 

 それから、支援策の面では、私は無理というんか、不可能なことを言ようるとは、そう

いうて言ようるならあなたはぴしっと反論してから言うべきなんだけども、私は確かに政

策的な判断の範疇なんです。だから、ただ数値上のコストで経営の部分で見たら何億円と

いう赤字が出ているというのは事実なんです。だから、事実だから将来的にも厳しいとい

うのは、見通しというんか、そこは決してあって私は投資すべきだというもんでもないん

です。だから、僕はやっぱり政策的な判断として、経済というものは生きもんだから、こ

のような今の状況が２年も３年も続いちゃやっぱり困るわけなんです。だから、今政府も

今度はかわりましたけれども、政府も内需拡大とか、いろんな面での経済成長なり景気対

策をやる努力はされてると思うんです。ですから、我々やっぱり考え方として、コストだ

け見たら本当に狭い範囲になってしまって、本当に大切な役割を失いかねない、そこを見

過ごすというんですか、だから私はそういったほうが大変危険なとこだと思うんで、いろ

いろやっぱりそこは議論が必要だということで、私はこういった厳しい環境はあるけど

も、この一、二年はやっぱり存続のための直接的な支援をしたほうが、将来的に見たらこ

の竹原市の、具体で言うたら人口の流出というんですか、これやっぱり１歩でも２歩でも

歯どめになるんじゃないかと。ごくごくやっぱりその政策的な判断ですよ。経営判断から

言ってるわけじゃないんで、だから政策的判断としても全く私の言ってるものはもう論外

よと、役に立たんよと、政策的に。人口流出、活性化には役に立たんよということをあな

たが明言するぐらいの研究して言われるなら別なんだけども、それもないというのはどう

も私は納得できないなということで、最後に市長が答えていただきたいんだけども、私は

最後に政策的判断としてどこまで踏み込んで議論をしてきたのかということだけをちょっ

と最後に聞いておきたい。 

議長（小坂智徳君） 総務部長、答弁。 

総務部長（胡家亮一君） 繰り返しの御答弁になりますけれども、今回こういう判断に至

った理由といたしまして、先ほどから御説明いたしておりますように高速交通体系の変

化、瀬戸内しまなみ海道に交通がシフトしていったというような基本的な要因がございま

して、将来的にも経営的に厳しいというような見通しが出ているというような中での判断
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でございますので、何とぞ御理解いただきますようによろしくお願いいたします。 

議長（小坂智徳君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 １１番。 

１１番（松本 進君） この今回の提案は、先ほど申し上げたように公益的役割が薄れた

からこのフェリー事業組合を解散するという提案でありました。先ほど質疑でも私がやり

ましたように、政策的判断としてこのフェリー事業の存続、このための努力というのを、

やっぱり市長としては最大限取り組んでいかなくてはいけない、そういった重要課題の一

つだし、雇用問題もあるわけですけれども、それが今の質問しましたように、結果として

コスト面だけを見て、要するに目の前のとこの判断、要するに経営環境だけを見て判断さ

れた、そう言われても私は仕方がない今の答弁ではなかったかと思うんです。ですから、

私が言いたいのは、竹原市のまちづくりという観点から、この存続のための努力を最後ま

でしてほしかったし、さっき具体的には、もうけたときのお金をせめてこういうときにこ

そ１年でも２年でも投資といいますか、そういった形で支援すべきだということを意見を

述べて、私は今回の議案には反対をしたいと思います。 

議長（小坂智徳君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

議長（小坂智徳君） 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 議事の都合により午後１時まで休憩いたします。 

              午後０時０８分 休憩 

              午後１時００分 再開 

議長（小坂智徳君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第８ 

議長（小坂智徳君） 日程第８、議案第５２号竹原波方間自動車航送船組合の財産処分に

ついてを議題といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 
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              〔事務局職員朗読〕 

議長（小坂智徳君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第５２号竹原波方間自動車航送船組合の財産処分について、提

案の理由を御説明申し上げます。 

 本案は、竹原波方間自動車航送船組合の解散に伴う財産処分について、関係市と協議の

上、各市に帰属させる財産を定めることについて、議会の議決を求めるものであります。 

 処分の対象となる財産は、土地、建物及び現金預金でありまして、それぞれの財産につ

いて、帰属する市及び割合を定めるものであります。 

 何とぞ慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（小坂智徳君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 １１番。 

１１番（松本 進君） 私は、この議案がさきの第５１号議案に関連しますので、反対を

しておきたいと思います。 

議長（小坂智徳君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

議長（小坂智徳君） 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第９ 

議長（小坂智徳君） 日程第９、議案第５３号竹原波方間自動車航送船組合の解散に伴う

事務の承継等についてを議題といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（小坂智徳君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第５３号竹原波方間自動車航送船組合の解散に伴う事務の承継
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等について、提案の理由を御説明申し上げます。 

 本案は、竹原波方間自動車航送船組合の解散に伴い、関係市と協議の上、その事務の承

継等を定めることについて、議会の議決を求めるものであります。 

 承継の対象となる事務は、竹原波方間自動車航送船組合の物品、予算に属する未収金、

未払金等、公用文書類その他の関係事務でありまして、これらの事務の承継について定め

るほか、竹原波方間自動車航送船組合の平成２１年度の決算の審査及び認定の方法につい

て定めるものであります。 

 何とぞ慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（小坂智徳君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 １１番。 

１１番（松本 進君） 私は、この議案についてもさきの第５１号議案に伴いますので、

反対をいたします。 

議長（小坂智徳君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

議長（小坂智徳君） 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１０ 

議長（小坂智徳君） 日程第１０、議案第５４号竹原広域行政組合の解散についてを議案

といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（小坂智徳君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第５４号竹原広域行政組合の解散について、提案の理由を御説

明申し上げます。 
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 本案は、関係市町と協議の上、平成２１年９月３０日をもって竹原広域行政組合を解散

することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 竹原広域行政組合は、竹原市、大崎上島町、東広島市の安芸津地区の一般廃棄物処理等

に関する事務を共同処理するため、昭和４６年７月に設立しました。その後は適正に事務

の共同処理を行ってきましたが、平成９年５月に広島県が国からの通知「ごみ処理の広域

化計画について」を受けて、平成１０年７月に広島県一般廃棄物広域処理計画を策定し、

当該計画において東広島市、竹原市、大崎上島町の２市１町は竹原・東広島ブロックとし

て位置づけられました。 

 これを受け、本ブロックにおける一般廃棄物の排出抑制、資源化及び適正処理を広域的

な観点から推進することを目的として、２市１町で一般廃棄物広域処理竹原・東広島ブロ

ック協議会を設置し、現状体制におけるごみの適正処理の推進を図ってきました。 

 これまで、竹原市、大崎上島町、東広島市の安芸津地区は竹原広域行政組合で、安芸津

地区を除く東広島市は単独市でそれぞれ一般廃棄物の処理を行ってきましたが、各施設は

ダイオキシン等の排ガス処理や既存施設の老朽化に伴う維持管理費の増加など共通の課題

を抱えていることから、２市１町の全域を対象として一般廃棄物の総合的な共同処理体制

を確立することを目的として、平成２１年１０月１日に広島中央環境衛生組合を設置する

こととしたため、竹原広域行政組合を解散しようとするものであります。 

 何とぞ慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（小坂智徳君） これより質疑に入ります。 

 １１番。 

１１番（松本 進君） それでは、質問に入ります。 

 ただいま市長の提案は、現広域行政組合を解散して新しい広域処理組合を設置するとい

うことの提案だろうと思います。私はこれまでもいろいろ指摘してまいりましたが、今後

のごみ処理の行政としての責務というのは、地球温暖化防止、ＣＯ２削減等を柱にすべき

だというふうに私は思っております。 

 それで、今回こういった、現在日量７０トンの焼却場がありますけれども、これを広域

処理すれば日量３００トン焼却できる大規模な焼却施設を建設しようということが目標に

置かれた解散だと私は考えております。したがって、これまでも竹原市の、地方分権とい

う限りは、竹原市で発生しているごみ、これを私は単にごみというとらえ方を今まで、じ

ゃなくて資源化、資源としてとらえると。大胆にごみゼロ作戦ということを繰り返しこの
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場で申し上げてきました。２００６年度の収集状況は約１万トン収集されておりますけれ

ども、この１万トンのうち約７０％が可燃ごみとして処理されていると。１０％弱が資源

化されている、あと２０％が不燃ごみというて埋め立てということで、私はこの７０％を

燃やす、２０％を埋め立てる、こういった今のごみ処理行政を抜本的に改めるというのが

さっきの地球温暖化防止、ＣＯ２削減ということで言ってきました。それで、私はそれか

ら反することを今提案されてるんじゃないんかということで、大変やっぱり危惧するわけ

です。 

 ですから、７０トン処理のあれを減量化してゼロ作戦ということを私は提案してきまし

たし、そういった方向での努力がされていてということでは全くありませんよね。大きけ

ればいいことだということだけでは、私は呉市の例で言ってきました。今まで分別してき

たものを、わざわざ燃やすもんが足らないからビニールや紙や全部、ビニールと紙と分け

てたのを今度は一緒にやって燃やすということが行われているという具体例を指摘しまし

た。これは明らかにさっき言ったＣＯ２削減、地球に優しいごみ行政とは到底言えないと

いうことで、繰り返しごみの減量化、ごみの資源化、ごみのリサイクル化ということでご

みゼロ作戦ということを総称して提案してきたわけです。 

 そこで、ここで質問になるわけですけれども、こういった竹原市独自のごみ行政です。

例えば、私がさっき言った地球温暖化防止、こういった責務から考えると、このごみのゼ

ロ作戦、ごみの収集、資源化、リサイクル化はいろんな場合でも追求していかなくてはい

けないという立場から私は質問したいんですけれども、竹原市独自のこういったごみゼロ

作戦という、まとめて言いますけれども、こういった施策をする場合、減量審議会が一回

も開かれてないけれども、今後はやる場合、集めたけれども処理のほうはどういうふうに

反映するんかなというのが大変気になるわけです。だから、今だったらまだ竹原広域組合

ということで、それがやっぱり竹原市の施策が反映しやすい。これが大規模になってき

て、例えばうちは６分類して燃やすものを分けてやってる。しかし、安芸津は、東広島市

はもう一緒くたにやってるということになれば、そっちの大きいほうへ合わせざるを得な

いようなことになるんかなというのは、大変私は心配するわけです。そうしないと逆に言

うたらロスになりますから。だからもし、私も悪い方向ばっかり考えるわけじゃないです

が、例えば大きい施設になって、今度は議員も少なくなるわけですから、やっぱり地方の

声がなかなか反映しにくくなる。そういうことで、やっぱり大きいところに流れていくと

いうことは大変困るわけなんですけれども、そういったせっかく竹原市でやってきた分類
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を今度は東広島がやってるのかどうか。やってなくて、そこに今度は今までやってきて積

み上げてきたことがなくなってしまう、一緒に燃やしゃあいいんだということでは私はい

けないと思うんで、ここで聞きたいのは竹原市のごみ減量化、ゼロ作戦、そういった施策

が今後の処理、大規模処理になった場合はどう反映さすことができるのかなと、そこをど

う担保するんかということだけを１つ聞いておきたいんです。 

 それから、２つ目には安芸津の不燃物の処理場についてですが、私は担当委員会を傍聴

しておりましたら意見が出されておりました。私もやっぱり当然のことだと思うんです。

それはどういうことかというと、現在の安芸津の最終処分場、埋立地の最終処分場は旧安

芸津町と竹原市が共同でつくったということでありまして、旧安芸津町が合併ということ

がありますよね。ですから、今では現在は旧安芸津町のエリアのごみ、不燃物を処分して

るんでしょうけども、将来的には安芸津町も東広島市という大きな行政の枠になってるわ

けですから、そういう面では大変今のここで文書化なんかしとかないと、旧安芸津町以外

は埋め立てしたらいけませんよということを文書化しておく必要があるということも議論

されておりましたけれども、そこのとこはどうなっているのかを２点目としてお聞かせい

ただきたいというふうに思います。 

議長（小坂智徳君） 市民生活課長、答弁。 

市民生活課長（大澤次朗君） まず、共同処理をした場合に２市１町の分別の方法という

ことについての御質問と、あわせて２点目が不燃物の埋め立てについての危惧というんで

すか、東広島のうちの安芸津地区についての不燃物の処理の件についての御質問でありま

す。 

 分別については、御存じのように東広島市、竹原市との違いは確かにございます。今現

在竹原市はペット、８種６分別をし、議員さん御指摘のように、ごみの減量化を図るため

にリサイクル化、また資源化できるものは資源化するということで取り組んでまいってお

るところであります。 

 この新しくごみ処理を共同でするという部分については、一定に当然ＣＯ２の排出、い

わゆる燃焼によって熱を他に資源として使うということと、あわせてその焼却に基づいた

高熱で焼却すればいわゆるリサイクルになるものが出てくるということで、埋め立てする

ごみが極力減少できるというごみ処理の方法であります。ということで、分別については

当然引き続きごみの減量化をやる中で、最終的に２市１町で焼却できるトン数等は引き続

き減量化を進めながら協議を続けていくものと考えております。 
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 また、あわせて不燃物の搬入等といいますか、よそから搬入されるのではないかという

部分については、今現在竹原広域で当然覚書を交わしておるわけでありますが、それをす

べて新組合のほうに承継するということですので、その覚書は引き続き効力があるものと

考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長（小坂智徳君） １１番。 

１１番（松本 進君） ２点目の覚書と言われましたけども、担当委員会のとこではちょ

っと明確にそういう答えがなかったもんですから、だから特に合併にかかわって旧安芸津

町のエリアのごみしか捨てたらいけんといいますか、端的に言えば。しかし、それがやっ

ぱり将来にわたって保障されるんかなと。そこは現時点で新たに協定書なり覚書なりをつ

くっておかないとそのうち忘れられてしまって、東広島全体の分をあっこへ捨てるように

なっては困るということですので、そうではない覚書はきちっとやっているよということ

を明確にこの場でお答えいただければというふうに思いますし、それが不十分なら、不十

分という声があるわけですから、新たに文書化して、旧安芸津町以外は捨てたらいけない

よということの文書化をすべきだということですから、そういう質問ですから、その心配

は要らないということならそういう方向で御答弁いただきたいと。 

 それから、最初の１点目については、竹原市のごみの処理状況を申し上げて、１割しか

リサイクルされてない、あとの９割は埋め立て、焼却。だから、私はさきの地球に優しい

といいますか、ＣＯ２削減ということから、今後これを資源化、リサイクル化、減量化す

べきだという立場で、ですから市独自の追求した場合、それが何かの協定書で、例えば今

６分類、１０分類、１５分類、ふやした場合です。受け皿が、そういったとこがないと、

竹原市は分別収集したけれども、全部ここで一緒に燃やしとけということになりはしない

かというんが大変私は危惧するということを言ってるんです。だから、それがやっぱり呉

の例で言ったようなことを申し上げました。だから、私は減量化すれば大規模な施設は必

要ないと思うわけですから。ですから、少なくとも竹原市の自治として、今６分類、１０

分類、１５分類、この分類して資源化しようということになった場合、受け入れ処理先が

整わないといけないんじゃないんか、そこはどうなんですかということをもう一回、ちょ

っとわかりにくかったんで、減量化いろいろするとか何かいろいろ言われましたけど、竹

原市がやった分を収集した、それはどういう形でやっぱりそれが実行できるんか、大規模

焼却施設じゃったら燃やしたり埋めたりやるんじゃないかということをちょっと心配する

んで、その点はやっぱり市独自の施策は、リサイクル化、そういった施策は十分担保でき
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るということを御答弁いただければと思います。 

議長（小坂智徳君） 市民生活課長、答弁。 

市民生活課長（大澤次朗君） １点目の覚書については、先ほども申し上げましたように

新組合にすべてを承継するということですので、覚書も承継するということであります。 

 それと、焼却についての考え方ということでありますが、今新しく２市１町でつくる焼

却については、ごみが多くあって燃やすために大規模にするということではなしに、当然

２市１町でごみの減量化に取り組みながら、最終的にどういう規模の焼却場が必要なのか

という分については今後検討していく部分ではありますけども、焼却場の処理の方法は、

今言うサーマル方式というか、２４時間燃やし、熱効率を使っていくという施設でありま

すので、そういう熱効率のいい部分の焼却ができる部分について焼却をさせていただき、

先ほど申し上げましたように埋立ごみの出ない、その灰についてもリサイクルできるとい

うような焼却場の建設を２市１町で進めているというところであります。 

議長（小坂智徳君） １１番。 

１１番（松本 進君） 覚書の件で、私が先日委員会を傍聴したもんとちょっとニュアン

スが違うんで。だから、今あるこの覚書なりを継承すんだと言われましたから、だからち

ょっと今ある覚書は、ちょっとそこで確認として読んでいただけますか。これが１点と、

２つ目には……。いや、それができないんですか。だから、現在ある覚書の分は継承する

ということですから、さっき言った私の心配なんかを解消するためにも、そういった覚書

の中身をそこで読み上げていただきたいということであります。 

 それから、２つ目には新しい施設、これは大規模、その３００トンの焼却能力を持つと

いうことですから、私は今現在７０トンの竹原市の焼却能力の施設、それは今捨てられる

分はさっき言った１万トン、２００６年度で１万トン余りの集めたごみ、その９割近くが

まだ焼いたり捨てたり埋めたりということで、これを徹底的にいろいろリサイクル、資源

化すれば７０トンもの焼却施設は要らない。極端に言ったら、大ざっぱな計算で３５トン

の半分の施設にすれば、処理場をつくる費用も半分以下で少なかったというふうに前の試

算では指摘したことがあるように記憶しておりますけども、だからそういったことにかか

わる分で。だから、今の分類がもう永久的に動かさないという意味じゃないわけですか

ら、どうしても９割近くを燃やしたり埋めたりする、これを資源化、リサイクル化すれば

燃やす必要がない、そのために私は、仮にあんたが提案してるような焼却施設で大規模化

するという道を今歩んでいこうとしてるわけだけれども、私はそうじゃなくて、地方なら
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市独自として徹底的に追求すべきだと、まだ余地があるということですから、その担保を

やっぱり何かちょっとわかりにくいんです。そこは明確に、やっぱり市がやった施策は、

例えば焼却施設が大規模であろうと、市独自の分は反映できて独自でやりますよと。その

処理が、可能ですよというんがひとつ一言いただきたい、そのことだけなんです。そこを

ちょっと明確にしてください。 

議長（小坂智徳君） 市民生活課長、答弁。 

市民生活課長（大澤次朗君） １点目の覚書については、東広島市が合併する際に安芸津

地区に関しての共同処理に関しての覚書ですので、それを新組に引き継ぐということであ

りますので、御理解のほど願います。 

 それと、焼却場の規模を大きくするということで、当然２市１町で個々に持っている焼

却場の今の処理をするトン数が、２市１町新しくつくるときにはそのトン数が必要なとい

うことは御理解いただけると思うんですが、今現在の焼却の量を即共同で処理する焼却場

という意味ではなしに、当然東広島においても、大崎においても、竹原においても、ＣＯ

２の排出抑制の部分も含めてごみの減量化は進めていき、一定の焼却場を建てる基本設計

をする時点で、今言う２市１町が処理が必要なトン数についての焼却場を建設するという

ことで御理解いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

議長（小坂智徳君） 覚書は読まなくてもいいですか。それとも配付でもさせましょう

か。 

（１１番松本 進君「読めるなら読んでください」と呼

ぶ） 

 今、課長ないんじゃろう。 

（「もらやあええ」と呼ぶ者あり） 

 ええですか、１１番さん。 

（１１番松本 進君「じゃあ後で」と呼ぶ） 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 １１番。 

１１番（松本 進君） 私は、このＣＯ２削減という立場から今るる申し上げてきまし

た。それで、そういったシステムなり、市独自の取り組みのシステムまで明確に、例えば

広域化になった場合でもできるんかなというのが大変やっぱり疑問に思うわけです。それ
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で、今明確な答弁がないから疑問に思うわけですけれども、それと一番心配なのは、この

間減量審議会はずっと中断して、そこで一言もやっぱり議論していない、減量化の取り組

みをしてない。中断してますよね。ですから、こういった中で今度大規模化の焼却施設に

なれば、わざわざ知恵や力を絞って減量化する必要がなくなってくる。だから、呉市の例

を私はあえてくどくど申し上げてきました。ですから、私はこういった今のせめて広域行

政の今の７０トンの分は、竹原市独自の処理なんですが、これを考える場合でもこんなに

大きな分は要らないし、大規模で広域化してやる必要もないというふうに私は考えます。 

 したがって、こういった大規模への処理への移行という自体が、今の地球に優しいとい

いますか、温暖化防止、ＣＯ２削減ということから私は逆行する施策を今歩もうとしてい

るということに対しては強く警告しておきたいし、この議案に対しては反対をしておきた

いと思います。 

議長（小坂智徳君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

議長（小坂智徳君） 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１１ 

議長（小坂智徳君） 日程第１１、議案第５７号広島中央環境衛生組合の設置についてを

議題といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（小坂智徳君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第５７号広島中央環境衛生組合の設置について、提案の理由を

御説明申し上げます。 

 本案は、平成２１年１０月１日付で広島中央環境衛生組合を設立することについて、議

会の議決を求めるものであります。 

 これまで一般廃棄物の処理については、竹原市、大崎上島町、東広島市の安芸津地区は

竹原広域行政組合で、安芸津地区を除く東広島市は単独市で、それぞれ一般廃棄物の処理
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を行ってきたところであります。 

 しかし、平成９年５月に広島県が国からの通知「ごみ処理の広域化計画について」を受

けて、平成１０年７月に広島県一般廃棄物広域処理計画を策定し、当該計画において東広

島市、竹原市、大崎上島町の２市１町は竹原・東広島ブロックとして位置づけられまし

た。 

 これを受け、本ブロックにおける一般廃棄物の排出抑制、資源化及び適正処理を広域的

な観点から推進することを目的として、２市１町で一般廃棄物広域処理竹原・東広島ブロ

ック協議会を設置し、現状体制におけるごみの適正処理の推進を図ってきましたが、各施

設はダイオキシン等の排ガス処理や既存施設の老朽化に伴う維持管理費の増加など共通の

課題を抱えていることから、２市１町の全域を対象として一般廃棄物の総合的な共同処理

体制を確立することを目的として広島中央環境衛生組合を設立しようとするものでありま

す。 

 何とぞ慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（小坂智徳君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 １１番。 

１１番（松本 進君） 私はこの議案についても、さきの第５４号議案竹原広域行政組合

の解散に伴う議案ですので、反対をしておきたいと思います。 

議長（小坂智徳君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

議長（小坂智徳君） 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１２ 

議長（小坂智徳君） 日程第１２、議案第５５号竹原広域行政組合の財産処分についてを

議題といたします。 



- 174 - 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（小坂智徳君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第５５号竹原広域行政組合の財産処分について、提案の理由を

御説明申し上げます。 

 本案は、竹原広域行政組合の解散に伴う財産処分について、関係市町と協議の上、帰属

させる財産を定めることについて、議会の議決を求めるものであります。 

 処分の対象となる財産は、土地、建物及び機械プラント並びに債務等、竹原広域行政組

合が所有するすべての財産でありまして、その財産を新たに設置する広島中央環境衛生組

合へ帰属させることとするものであります。 

 何とぞ慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（小坂智徳君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 １１番。 

１１番（松本 進君） 私はこの議案についても、第５４号議案に伴いますので反対をし

ておきます。 

議長（小坂智徳君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

議長（小坂智徳君） 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１３ 

議長（小坂智徳君） 日程第１３、議案第５６号竹原広域行政組合の解散に伴う事務の承

継等についてを議題といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 
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議長（小坂智徳君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第５６号竹原広域行政組合の解散に伴う事務の承継等につい

て、提案の理由を御説明申し上げます。 

 本案は、竹原広域行政組合の解散に伴い、関係市町と協議の上、その事務の承継等を定

めることについて議会の議決を求めるものであります。 

 承継の対象となる事務は、竹原広域行政組合の負担金の納付義務、予算に属する未収

金、未払金等、公用文書類並びにその他の関係事務等でありまして、これらの事務の承継

について定めるほか、竹原広域行政組合の平成２１年度の打ち切り決算の審査及び認定の

方法について定めるものであります。 

 何とぞ慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（小坂智徳君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 １１番。 

１１番（松本 進君） 私は、この議案についても第５４号議案に伴いますので、反対を

いたします。 

議長（小坂智徳君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

議長（小坂智徳君） 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１４ 

議長（小坂智徳君） 日程第１４、議案第５８号広島県市町総合事務組合を組織する地方

公共団体の増減及び規約の変更についてを議題といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（小坂智徳君） 市長から提案理由の説明を求めます。 
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市長（小坂政司君） 議案第５８号広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の増

減及び規約の変更について、提案の理由を御説明申し上げます。 

 本案は、地方自治法第２８６条第１項の規定により、関係地方公共団体と協議の上、広

島中央環境衛生組合が広島県市町総合事務組合に加入すること及び竹原広域行政組合が脱

退すること並びに広島県市町総合事務組合規約を変更することについて、同法第２９０条

の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 規約の変更の内容につきましては、組合を組織する地方公共団体として広島中央環境衛

生組合を加えるとともに、組合を組織する地方公共団体のうち竹原広域行政組合を削るも

のであります。 

 何とぞ慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（小坂智徳君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 １１番。 

１１番（松本 進君） この議案についても第５４号議案に伴うものでありますので、反

対をいたしておきます。 

議長（小坂智徳君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

議長（小坂智徳君） 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１５ 

議長（小坂智徳君） 日程第１５、議案第５９号竹原市国民健康保険条例の一部を改正す

る条例案を議題といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（小坂智徳君） 市長から提案理由の説明を求めます。 
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市長（小坂政司君） 議案第５９号竹原市国民健康保険条例の一部を改正する条例案につ

いて、提案の理由を御説明申し上げます。 

 本案は、健康保険法施行令の一部が改正されたことに伴い、国民健康保険の被保険者に

対する出産育児一時金に係る経過措置を定めるものであります。 

 改正の内容につきましては、平成２１年１０月１日から平成２３年３月３１日までの間

に出産したときに支給する出産育児一時金の金額について、現行の３５万円に４万円を加

算し、３９万円とするものであります。 

 何とぞ慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（小坂智徳君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１６ 

議長（小坂智徳君） 日程第１６、議案第６０号竹原市消防団員等公務災害補償条例の一

部を改正する条例案を議題といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（小坂智徳君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第６０号竹原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する

条例案について、提案の理由を御説明申し上げます。 

 本案は、消防法の一部が改正されることなどに伴い、必要な規定の整理を行うものであ
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ります。 

 改正の内容といたしましては、消防法の一部が改正されることに伴い、引用条項の整理

を行うほか、国民生活金融公庫の業務が株式会社日本政策金融公庫に統合されることに伴

い、金融公庫の名称の整理を行うものであります。 

 何とぞ慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（小坂智徳君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１７ 

議長（小坂智徳君） 日程第１７、議案第６１号議会の議員その他非常勤の職員の公務災

害補償等に関する条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（小坂智徳君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第６１号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例の一部を改正する条例案について、提案の理由を御説明申し上げます。 

 本案は、雇用保険法等の一部が改正されたことに伴い、公務災害補償の対象となる非常

勤の職員の範囲について必要な規定の整備を行うものであります。 

 改正の内容といたしましては、条例の適用除外から船員保険の被保険者を削除し、船員

保険の被保険者である非常勤の職員について、公務災害補償の対象となる職員に含めるこ
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ととするものであります。 

 何とぞ慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（小坂智徳君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決すること御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 議事の都合により２０分間休憩いたします。 

              午後２時００分 休憩 

              午後２時２０分 再開 

議長（小坂智徳君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１８・日程第１９ 

議長（小坂智徳君） お諮りいたします。 

 日程第１８、議案第６２号平成２０年度竹原市歳入歳出決算認定について並びに日程第

１９、議案第６３号平成２０年度竹原市水道事業決算認定についてを一括議題といたした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） 御異議なしと認めます。よって、２議案を一括議題とすることに決

しました。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（小坂智徳君） 市長から提案理由の説明を求めます。 
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市長（小坂政司君） 平成２０年度の竹原市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算につい

ては、地方自治法第２３３条第２項の規定により監査委員の審査に付したところ、平成２

１年８月２１日付をもちまして、審査意見書を提出していただきましたので、同条第３項

の規定により議会の認定に付するものであります。 

 以下、各会計の決算の概要を御説明いたします。 

 一般会計決算から御説明いたします。 

 歳入決算額は１０７億５，３２９万７，０００円で、予算現額に対する収入割合は９

３．１％であり、歳出決算額は１０４億７，７０６万５，０００円で、予算現額に対する

執行率は９０．７％であります。したがいまして、歳入歳出差し引き額は２億７，６２３

万２，０００円となり、そのうち２，４３９万５，０００円を繰越明許費として平成２１

年度に繰り越す財源といたしております。 

 この歳入決算の科目別の概要でありますが、市税につきましては、予算現額４３億１４

３万２，０００円に対し、決算額は４２億７，２７０万１，０００円となり、予算現額に

対し９９．３％の収入率になっております。また、調定額に対する収納率は９２．５％で

あり、なお多額の収入未済額がありますので、今後とも収納率向上に努めてまいります。 

 地方譲与税につきましては、予算現額１億３，８６５万１，０００円に対し、決算額は

１億４，５２４万３，０００円となっております。 

 利子割交付金につきましては、予算現額１，５９１万３，０００円に対し、決算額は１

１，５６０万４，０００円となっております。 

 配当割交付金につきましては、予算現額５２５万９，０００円に対し、決算額は５２１

万９，０００円となっております。 

 株式等譲渡所得割交付金につきましては、予算現額１９９万３，０００円に対し、決算

額は１９９万４，０００円となっております。 

 地方消費税交付金につきましては、予算現額２億７，０１２万円に対し、決算額は２億

７，０１１万７，０００円となっております。 

 ゴルフ場利用税交付金につきましては、予算現額２，８８９万８，０００円に対し、決

算額は３，１２２万２，０００円となっております。 

 自動車取得税交付金につきましては、予算現額６，２８４万円に対し、決算額も同額と

なっております。 

 地方特例交付金につきましては、予算現額４，４４８万円に対し、決算額も同額となっ
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ております。 

 地方交付税につきましては、予算現額２２億１１６万８，０００円に対し、決算額は２

３億６８万円となっております。 

 普通交付税の決算額につきましては１８億２，１１６万８，０００円、特別交付税の決

算額につきましては４億７，９５１万２，０００円であり、前年度と比較して普通交付税

において３億４，３４５万１，０００円の増、特別交付税において３，１２８万９，００

０円の増となっております。 

 交通安全対策特別交付金につきましては、予算現額４７４万１，０００円に対し、決算

額は４６３万４，０００円となっております。 

 分担金及び負担金につきましては、予算現額３億３０２万３，０００円に対し、決算額

は２億７，２６９万２，０００円となっております。また、調定額２億８，３８１万８，

０００円に対する収納率は９６．１％で、収入未済額は１，０４７万８，０００円とな

り、その主なものは保育所負担金等であり、今後とも収納率向上に努めてまいります。 

 使用料及び手数料につきましては、予算現額１億４，３３９万８，０００円に対し、決

算額は１億４，６６１万７，０００円となっております。また、調定額１億８，６８１万

２，０００円に対する収納率は７８．５％で、収入未済額は４，０１９万４，０００円で

あります。今後とも住宅使用料等収納率向上に一層努力してまいります。 

 国庫支出金につきましては、予算現額１５億３，９３１万８，０００円に対し、決算額

は８億８，７８４万８，０００円となっておりますが、６億２，２６８万８，０００円に

ついて繰越明許費の特定財源として翌年度へ繰り越しておりますので、実質２，８７８万

２，０００円の減になります。 

 県支出金につきましては、予算現額８億７，２１８万７，０００円に対し、決算額は８

億３，４７３万８，０００円となっております。 

 財産収入につきましては、予算現額３，２０８万１，０００円に対し、決算額は３，０

０６万９，０００円となっております。 

 寄附金につきましては、予算現額２，４７４万８，０００円に対し、決算額は２，４７

５万７，０００円となっております。 

 繰入金につきましては、予算現額２億４１７万４，０００円に対し、決算額は９，７９

６万１，０００円となっております。これは、都市基盤整備基金繰入金８，８３３万８，

０００円の減などによるものであります。 
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 繰越金につきましては、予算現額２億２，１０１万４，０００円に対し、決算額も同額

となっております。 

 諸収入につきましては、予算現額５億４，０４８万２，０００円に対し、決算額は５億

５，８２７万１，０００円となっております。 

 市債につきましては、予算現額５億９，１７０万円に対し、決算額は５億２，４５９万

７，０００円となっておりますが、２，５４０万円について繰越明許費の特定財源として

翌年度へ繰り越しておりますので、実質４，１７０万３，０００円の減になります。 

 次に、歳出でありますが、予算現額１１５億４，７６２万円に対し、決算額は１０４億

７，７０６万５，０００円となり、執行率は９０．７％でありますが、予算現額のうち６

億７，２４８万３，０００円、率で５．８％について繰越明許費として翌年度へ繰り越し

ておりますので、これを加算しますと９６．５％の執行率になります。この歳出決算の科

目別不用額２００万円以上の主な費用について、その概要を御説明いたします。 

 議会費につきましては、予算現額１億５，２２２万９，０００円に対し、決算額は１億

４，８０５万２，０００円となり、４１７万７，０００円の不用額であります。これは旅

費などの減によるものであります。 

 総務費につきましては、予算現額２５億３８４万７，０００円に対し、決算額は２４億

２，５６４万２，０００円となり、７，８２０万５，０００円の不用額となりますが、翌

年度へ１，０７１万７，０００円を繰り越しておりますので、実質６，７４８万８，００

０円の不用額となります。これは、一般管理費において共済費２４４万円、庁舎管理費な

どに係る委託料２２８万５，０００円、諸費において過年度還付のための償還金利子及び

割引料１，２２４万９，０００円、広域行政推進費において竹原広域行政組合負担金１，

８５９万４，０００円、賦課徴収費において課税業務に係る委託料など３７７万７，００

０円の減が主なものであります。 

 民生費につきましては、予算現額４２億２３万６，０００円に対し、決算額は３５億

２，２４２万６，０００円となり、６億７，７８１万円の不用額となりますが、翌年度へ

５億２，３８１万７，０００円を繰り越しておりますので、実質１億５，３９９万２，０

００円の不用額となります。これは、社会福祉総務費において国民健康保険特別会計など

に対する拠出金３，６０１万４，０００円、障害者福祉費において介護給付費などの扶助

費２，０３８万５，０００円、老人福祉費において施設入所措置の扶助費１，０８７万

９，０００円、老人福祉施設費において養護老人ホームの指定管理委託料２７９万円、児
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童福祉総務費において児童扶養手当などの扶助費１，０３６万９，０００円、保育所費に

おいて私立保育所委託料５６７万１，０００円、母子福祉費においてひとり親家庭等医療

費などの扶助費２９３万６，０００円、生活保護費において各扶助費等の減による扶助費

２，６９９万８，０００円の減が主なものであります。 

 衛生費につきましては、予算現額３億６，８２６万２，０００円に対し、決算額は３億

５，３６２万２，０００円となり、１，４６４万円の不用額であります。これは、成人病

対策費において各種健診に係る委託料３２５万４，０００円の減が主なものであります。 

 労働費につきましては、予算現額１億２，９８１万円に対し、決算額は１億２，９３８

万７，０００円となり、４２万３，０００円の不用額であります。 

 農林水産費につきましては、予算現額２億７，５０３万３，０００円に対し、決算額は

２億５，８２８万３，０００円となり、１，６７５万円の不用額となりますが、翌年度へ

５００万円を繰り越しておりますので、実質１，１７５万円の不用額となります。これ

は、樋門維持管理費において工事請負費３０３万８，０００円の減が主なものでありま

す。 

 商工費につきましては、予算現額３億８，９５２万９，０００円に対し、決算額は３億

６，４４２万４，０００円となり、２，５１０万５，０００円の不用額となりますが、翌

年度へ２，３３８万７，０００円を繰り越しておりますので、実質１７１万８，０００円

の不用額であります。 

 土木費につきましては、予算現額１２億９，７１５万円に対し、決算額は１１億１，９

４２万９，０００円となり、１億７，７７２万１，０００円の不用額となりますが、翌年

度へ１億３０４万３，０００円を繰り越しておりますので、実質７，４６７万８，０００

円の不用額となります。これは、道路維持費において市道改良工事請負費２０９万５，０

００円、橋梁維持費において橋梁改良工事請負費２８２万７，０００円、公共下水道事業

費において公共下水道事業特別会計に対する拠出金２，５７７万５，０００円、伝統的文

化都市環境保存地域整備において道の駅整備に係る委託料７６７万２，０００円、住宅管

理費において工事請負費９１５万９，０００円の減が主なものであります。 

 消防費につきましては、予算現額７，４３４万３，０００円に対し、決算額は６，２８

９万円となり、１，４４５万３，０００円の不用額であります。これは、非常備消防にお

いて報償費３５８万円、災害対策費において職員手当等３７６万３，０００円の減が主な

ものであります。 
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 教育費につきましては、予算現額９億９，２４９万８，０００円に対し、決算額は９億

４，１３８万６，０００円となり、５，１１１万２，０００円の不用額となりますが、翌

年度へ６５１万９，０００円を繰り越しておりますので、実質４，４５９万３，０００円

の不用額であります。これは、就学奨励費において貸付資金特別会計などに対する繰出金

２６１万５，０００円、中学校学校管理費において工事請負費３８７万１，０００円、学

校給食費において学校給食センター設計業務などの委託料３８０万４，０００円の減が主

なものであります。 

 公債費につきましては、予算現額１１億５，５６４万５，０００円に対し、決算額は１

１億５，１５２万２，０００円となり、４１２万３，０００円の不用額であります。これ

は、一時借入金の償還利子の減によるものであります。 

 次に、国民健康保険特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては、予算現額３７億９，１９８万７，０００円に対し、決算額は３８

億３，９３３万８，０００円となり、４，７３５万１，０００円の増となっております。 

 国民健康保険税の収納状況につきましては、調定額９億４，６５０万４，０００円に対

し、決算額が６億７，５９８万２，０００円となり、収納率は７１．４％で、収入未済額

は２億５，５７２万９，０００円となっております。国民健康保険税が保険給付の主要な

財源になることを踏まえ、今後も保険財政安定化のため、収納率向上に努力してまいりま

す。 

 歳出につきましては、予算現額３７億９，１９８万７，０００円に対し、決算額は３５

億４，５４６万９，０００円となり、執行率９３．５％で２億４，６５１万８，０００円

の不用額であります。これは、保険財政共同安定化事業拠出金における負担金補助及び交

付金３，３８５万円、保健事業費における特定健康診査委託料１，０７０万７，０００円

の減が主なものであります。 

 以上により、実質収支は２億９，３８６万９，０００円の黒字決算となります。前年度

の実質収支２億６，４２６万円を差し引いた単年度収支は２，９６０万９，０００円で黒

字決算となっております。 

 次に、貸付資金特別会計について御説明申し上げます。 

 歳入につきましては、予算現額１，６７０万５，０００円に対し、決算は１，２６９万

７，０００円となります。４００万８，０００円の減となっております。また、調定額

７，５２２万６，０００円に対し、４，８４７万３，０００円の収入未済額があり、今後
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ともこの解消に努力してまいります。 

 歳出につきましては、予算現額１，６７０万５，０００円に対し、決算額は１，２６９

万７，０００円となり、４００万８，０００円の不用額となります。 

 以上により、歳入歳出同額の決算となるものであります。 

 次に、老人保健特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては、予算現額４億７，０４０万８，０００円に対し、決算額は４億

５，９９５万円となり、１，０４５万８，０００円の減となっております。 

 歳出につきましては、予算現額４億７，０４０万８，０００円に対し、決算額は４億

６，１１１万１，０００円となり、９２９万７，０００円の不用額であります。これは、

医療諸費の減９２２万９，０００円が主なものであります。 

 以上により、歳入歳出差し引き額はマイナス１１６万１，０００円の赤字決算となりま

すが、これについては平成２１年度補正予算第１号、繰上充用金にて同額を充当しており

ます。 

 次に、港湾事業特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては、予算現額６，２５３万１，０００円に対し、決算額は５，７９１

万３，０００円となり、４６１万８，０００円の減となっております。 

 歳出につきましては、予算現額６，２５３万１，０００円に対し、決算額は５，１９０

万４，０００円となり、１，０６２万７，０００円の不用額であります。 

 以上により、実質収支は６００万９，０００円の黒字決算であります。 

 次に、公共下水道事業特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては、予算現額５億９，３７２万６，０００円に対し、決算額は５億

６，１１６万４，０００円となり、９４．５％の収入率であります。 

 下水道受益者負担金の収納状況につきましては、調定額８，０１２万５，０００円に対

し、決算額が７，２６５万２，０００円となり、収納率は９０．７％で、収入未済額は７

４７万３，０００円となっております。 

 また、下水道使用料の収納状況につきましては、調定額２，７０８万４，０００円に対

し、決算額が２，６０７万２，０００円となり、収納率は９６．３％で、収入未済額は１

０１万３，０００円となっております。 

 歳出につきましては、予算現額５億９，３７２万６，０００円に対し、決算額は５億

６，１１６万４，０００円となり、不用額は３，２５６万２，０００円となります。これ
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は、建設費において工事請負費２，４４０万８，０００円の減が主なものであります。 

 以上により、歳入歳出同額の決算となり、実質収支は０円となっております。 

 次に、公共用地先行取得事業特別会計について御説明いたします。 

 本会計につきましては、公共用地の先行取得を必要とする事態が生じた場合、それに対

応するためのものでありますが、平成２０年度においてはそのような必要事態がなかった

ため、活用しなかったものであります。 

 次に、介護保険特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては、予算現額３０億３，３６５万６，０００円に対し、決算額は３０

億２，０８３万１，０００円となり、１，２８２万５，０００円の減となっております。 

 介護保険料の収納状況につきましては、調定額５億３５０万７，０００円に対し、決算

額が４億９，４９０万８，０００円となり、収納率は９８．３％で、収入未済額は８２２

万１，０００円となっております。介護保険料は、保険給付の財源の一部となるものであ

り、被保険者間における公平負担の観点からも、収納率向上に努力してまいります。 

 歳出につきましては、予算現額３０億３，３６５万６，０００円に対し、決算額は２９

億３，９０９万９，０００円となり、執行率は９６．９％で、９，４５５万７，０００円

の不用額となります。これは、介護サービス利用者が見込みより少なかったことによる介

護サービス等諸費における負担金補助及び交付金２，９０６万４，０００円の減が主なも

のであります。 

 以上により、実質収支は８，１７３万２，０００円の黒字決算となります。前年度の実

質収支７，２９８万５，０００円を差し引いた単年度収支は８７４万７，０００円の黒字

決算となっております。 

 次に、後期高齢者医療特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては、予算現額３億７，４０６万９，０００円に対し、決算額は３億

６，６３９万８，０００円となり、７６７万１，０００円の減となっております。 

 後期高齢者医療保険料の収納状況につきましては、調定額２億６，０１０万３，０００

円に対し、決算額が２億５，８３７万３，０００円となり、収納率は９９．３％で、収入

未済額は１７３万円となっております。後期高齢者医療保険料は、保険給付の財源の一部

となるものであり、被保険者間における公平負担の観点からも、収納率向上に努力してま

いります。 

 歳出につきましては、予算現額３億７，４０６万９，０００円に対し、決算額は３億
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６，５４５万円となり、執行率は９７．７％で８６１万９，０００円の不用額となりま

す。これは、広域連合負担金８１７万６，０００円の減が主なものであります。 

 以上により、実質収支は９４万８，０００円の黒字決算となっております。 

 以上、各会計において決算の概要を御説明申し上げましたが、平成２０年度の決算は、

地方再生対策費の創設などにより地方交付税が増加したことなどから、前年度の決算と比

較して収支が改善され、その結果、基金残高も増加しております。しかしながら、地方交

付税制度を初めとした地方財政制度は国の強い関与があることから、その国の動向によっ

ては本市の財政運営に大きな影響が及ぶことが予想されます。 

 こうした中で、本市の財政状況は地方公共団体の財政健全化に関する法律で算定及び公

表が義務づけられた健全化判断比率など、各種財政指標はおおむね良好な値を示しており

ますが、経常収支比率につきましては前年度と比較して改善しているものの、依然厳しい

数値であること、歳出では高齢者の増加に伴う社会保障関連経費や老朽化した施設等に対

応する経費の増加が見込まれること、さらに歳入では地方交付税制度など、地方財政制度

の今後の動向などにより、厳しい状況が予想されます。 

 こうしたことを踏まえる中で、第５次総合計画に掲げた「住みよさ実感」の実現に向

け、行財政改革を着実に実施し、財政健全化に努めるとともに、監査委員の審査意見書に

十分配慮しつつ、引き続き持続可能な財政基盤の確立に向けた取り組みを進めていく所存

であります。 

 何とぞ慎重に御審議いただいた上、御認定のほどお願い申し上げます。 

 それでは続いて、平成２０年度竹原市水道事業決算認定について、提案の理由を御説明

申し上げます。 

 この決算の内容につきましては、去る７月３１日、監査委員の審査が終了いたしました

ので、ここに監査委員の審査意見書及び各種参考資料を添えて、地方公営企業法第３０条

第４項の規定により議会の認定を求めるものであります。 

 決算の概要でありますが、まず損益勘定について申し上げますと、消費税計算に伴う税

込み額で収入総額７億８，２９７万１，０００円に対し、支出総額７億６，５０９万６，

０００円で、差し引き１，７８７万５，０００円の当年度利益を算出いたしております

が、税抜き額で申しますと、収入総額７億４，６１６万９，０００円に対し、支出総額７

億３，６６２万２，０００円で、差し引き９５４万７，０００円の当年度純利益を算出い

たしております。 
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 その内訳といたしましては、まず収益でありますが、一般用では前年度と比較し、９万

１，２８２立方メートル減少し、また工業用水については１０万３，９４１立方メートル

減少したことにより、給水収益全体で前年度に比較して税抜き額で３，６６７万円の減少

となっております。 

 次に、支出につきましては、前年度に比較して費用が増加したものは、税抜き額で減価

償却費２９３万８，０００円、職員給与費１，２９５万７，０００円、動力費３２３万

４，０００円、資産減耗費８３５万５，０００円などであり、一方、前年度に比較して費

用が減少したものは、税抜き額で材料費５９３万８，０００円、支払い利息１，２６０万

２，０００円、受水費１，７３２万７，０００円、薬品費３４万１，０００円などとなっ

ており、前年度と比較して１，０８５万８，０００円の費用減少となっております。１立

方メートル当たりの給水原価につきましては１３６円４８銭で、前年度と比較して２円８

０銭の増加となっております。 

 次に、資本勘定について申し上げますと、税込み額で収入総額２，２６７万８，０００

円に対し、支出総額２億４，３８４万円で、差し引き２億２，１１６万２，０００円の不

足が生じておりますが、この補てん財源といたしましては、減債積み立て３，０００万

円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７９６万１，０００円、過年度分損

益勘定留保資金８，４６９万６，０００円及び当年度分損益勘定留保資金９，８５０万

５，０００円で補てん経理をいたしました。 

 資本的支出の主な事業の内容を申し上げますと、新浦尻配水池ほか２施設テレメーター

改良工事を初め、漏水防止対策及び老朽施設の更新事業の実施、ポンプ施設、水位計・流

量計更新、老朽配水管の布設がえなど、水源設備整備及び配水設備整備等総額１億４，８

２３万１，０００円の工事を施工し、市内全般にわたり円滑な給水体制の確保に努めてま

いりました。 

 その他、委託料は１，８１２万１，０００円、量水器新設費５９万７，０００円、企業

債償還金７，６０６万９，０００円、固定資産購入費８２万３，０００円をそれぞれ支出

経理いたしました。 

 次に、資本的収入の主なものにつきましては、工事負担金１，０３０万５，０００円、

消火栓設置費負担金３００万円、竹原工業流通団地負担金９３７万３，０００円をそれぞ

れ収入経理いたしております。 

 以上、収益的支出及び資本的収支の概要を御説明いたしました。 
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 次に、財政状態につきましては、貸借対照表の内容を申し上げますと、資産総額４８億

６，９７１万円、負債総額１億８，８０５万８，０００円、差し引き資本総額４６億８，

１６５万２，０００円となっております。 

 次に、剰余金処分といたしましては、当年度未処分利益剰余金５億８，７３６万８，０

００円のうち、減債積立金３，０００万円を処分案といたしております。 

 次に、監査委員により御指摘、要望のありました事項につきましては、その意を十分に

酌み取り、公営企業の基本原則であります経済性を常に発揮するとともに、その本来の目

的である公共の福祉を増進するよう一層の努力を傾注する所存であります。 

 何とぞ慎重に御審議いただいた上、御認定のほどお願い申し上げます。 

議長（小坂智徳君） これより質疑に入ります。 

 まず、議案第６２号平成２０年度竹原市歳入歳出決算認定についての質疑を行います。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって議案第６２号平成２０年度竹原市歳入歳出決算認定に

ついての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６３号平成２０年度竹原市水道事業決算認定についての質疑を行います。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって議案第６３号平成２０年度竹原市水道事業決算認定に

ついての質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６２号並びに議案第６３号については６名の委員をもって構成する決算特別委員

会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査にすることにいたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） 御異議なしと認めます。よって、議案第６２号並びに議案第６３号

については６名の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会

中の継続審査にすることに決しました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例８条第１

項の規定により、議長において道法知江さん、片山和昭君、鴨宮弘宜君、北元豊君、松本

進君、脇本茂紀君、以上６名の諸君を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませ



- 190 - 

んか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました６名の

諸君を決算特別委員会委員に選任することに決しました。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第２０ 

議長（小坂智徳君） 日程第２０、議案第６４号平成２１年度竹原市一般会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（小坂智徳君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第６４号平成２１年度竹原市一般会計補正予算（第２号）につ

いて、その概要を御説明申し上げます。 

 本市における経済雇用対策につきましては、本年１月２０日に設置した緊急経済雇用対

策本部の方針に基づき、地域活性化や生活支援に資する事業などの実施により、雇用の確

保や地域経済の回復に努めているところでありますが、低迷する個人消費などの影響によ

り依然として生産活動は低い水準にあり、景気の先行きは不透明感が続くと予想されると

ともに、有効求人倍率もひところに比べ低下幅は減少しているものの、依然１倍を大きく

下回っているなど、地域の経済雇用情勢はいまだ厳しい状況にあると考えております。 

 こうした中、今回の補正予算につきましては、国が経済危機対策として措置した平成２

１年度第１次補正予算を活用した安全・安心の確保、次世代育成の取り組みに要する経費

や離職者への就業機会の提供に要する経費を計上するとともに、７月２０日から２６日に

かけた活発な梅雨前線の活動によってもたらされた豪雨に伴い、本市の各所において発生

した市道や農道の路肩崩落や河川の護岸崩壊など、被災した公共土木施設及び農林水産施

設の復旧事業に必要な経費を中心として計上しているものであります。 

 まず、歳出でありますが、総務費においては普通財産等管理に要する経費として、旧竹

原波方間自動車航送船組合事務所の維持管理経費７７万６，０００円、市税等過年度償還

金等に要する経費として過年度還付金及び加算金１，４００万円、国県支出金等精算に伴

う返還に要する経費として返還金５１万円、基金管理に要する経費として地域振興基金積

立金など５億２，１５８万４，０００円、一般廃棄物の広域処理体制の変更に伴う経費と
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して竹原広域行政組合負担金の減２億２，１６１万円、広島中央環境衛生組合負担金２億

１，４９０万１，０００円、合わせて５億３，０１６万１，０００円を追加計上しており

ます。 

 民生費においては、住宅手当緊急特別措置事業に要する経費として住宅手当給付費など

７５５万４，０００円、自立支援給付に要する経費として更生医療給付費７９５万９，０

００円、その他の福祉に要する経費として地域介護・福祉空間整備等施設整備事業を活用

した補助金８４５万１，０００円、子育て応援特別手当の支給に要する経費として子育て

応援特別手当など２，４８１万４，０００円、保育事業に要する経費として一時保育事業

に対する補助金７２万円、放課後児童クラブに要する経費として施設整備工事費など１，

５７１万円、母子父子家庭援護に要する経費として母子高等技能訓練促進事業給付費２１

３万５，０００円、合わせて６，７３４万３，０００円を追加計上しております。 

 衛生費においては、健康診査に要する経費として各種がん検診委託料など６２７万２，

０００円、地域自殺対策強化事業に要する経費として相談業務委託料など１５０万円、合

併処理浄化槽普及に要する経費として合併処理浄化槽設置整備事業補助金７００万円、合

わせて１，４７７万２，０００円を追加計上しております。 

 労働費においては、緊急雇用対策基金事業に要する経費として都市公園安全・美化事業

など１，８３６万２，０００円を追加計上しております。 

 商工費においては、消費対策に要する経費として被害防止の啓発パンフレット作成に係

る印刷製本費９万４，０００円、消費生活相談窓口開設に要する経費として備品購入費な

ど７２万４，０００円、合わせて８１万８，０００円を追加計上しております。 

 土木費においては、港湾整備に要する経費として可動橋の解体工事費１，０２８万４，

０００円、新開土地区画整理事業に要する経費として移転補償費など６，４５９万円、住

宅管理に要する経費として市営住宅解体工事費など５７２万７，０００円、交通安全施設

整備に要する経費として新設改良工事費など２，０００万円、合わせて１億６０万１，０

００円を追加計上しております。 

 消防費においては、水防・防災対策に要する経費として災害対応用資機材の購入費７５

万３，０００円を追加計上しております。 

 教育費においては、その他教育指導に要する経費として非常勤講師謝礼１９６万７，０

００円、小学校施設維持管理に要する経費として校内ＬＡＮ整備に要する修繕料など９４

７万８，０００円、教材整備に要する経費として小学校費の備品購入費１，３９２万４，
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０００円、中学校費の備品購入費５４７万２，０００円、施設維持管理に要する経費とし

て幼稚園地デジ対応に係る修繕料８０万８，０００円、施設管理に要する経費として公民

館地デジ対応に係る修繕料６０万６，０００円、図書等整備に要する経費として備品購入

１００万円、文化財保存事業に要する経費として町並み保存助成金３１９万２，０００

円、合わせて３，６４４万７，０００円を追加計上しております。 

 災害復旧費においては、豪雨により被災した農林水産施設の災害復旧事業として農道１

０カ所、林道３カ所などの復旧経費２，０８７万円、公共土木施設の災害復旧事業として

道路５７カ所、河川２９カ所などの復旧経費７，３０４万５，０００円、合わせて９，３

９１万５，０００円を新たに計上しております。 

 予備費においては、今後における不測の事態に対応するため７９０万円を追加計上して

おります。 

 これに対し、歳入でありますが、歳出に係る特定財源として分担金及び負担金１１０万

１，０００円、国庫支出金１億２，７３５万２，０００円、県支出金２，８９６万９，０

００円、寄附金１００万円、諸収入５億３，１８６万８，０００円、市債４，１２０万

円、都市基盤整備基金繰入金６，６４６万５，０００円を追加計上するとともに、一般財

源として前年度繰越金７，３１１万７，０００円を追加計上し、収支の均衡をとっており

ます。 

 以上により、歳入歳出それぞれ８億７，１０７万２，０００円を追加し、予算総額は歳

入歳出それぞれ１２８億２，６３０万６，０００円となるものであります。 

 次に、債務負担行為について御説明申し上げます。 

 学校給食配送業務に要する経費につきまして、学校給食の配送業務を委託するに当た

り、その委託の期間及び限度額を定めるものであります。 

 何とぞ慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（小坂智徳君） これより質疑に入ります。 

 ２番。 

２番（道法知江君） 衛生費についてお伺いしたいと思います。 

 各種がん検診の委託料ということで、乳がん、子宮頸がんの検診の委託料だと思いま

す。これにあわせて出産後に母子に対して家庭訪問されるていう事業が入ってると思うん

ですが、家庭を訪問されるに当たって、乳がん、子宮頸がんの対象の年齢の方にぜひ啓

発、これ受診勧奨の今回の緊急経済対策の一部というふうに思っておりますので、受診勧
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奨をできるだけ一人でも多くの方に、この対象者に会われるときにあわせて受診勧奨とい

うことで一言お口添えというんですか、声かけをしていただきたいなと思うことと。 

 それと、来年１月には成人式があります。このときにちょうど２０歳になられる若い女

性の方、子宮頸がんの検診を、ぜひ一人でも多くの方にしていただきたいという呼びかけ

なんですけれども、これ縦割り行政ですので課が違うということは考えられるのか、課が

違うと全然ノータッチなのかどうなのか、今回の緊急経済対策の中の単年度ということで

もありますので、その辺はどうかということをお伺いしたいと思います。 

議長（小坂智徳君） 福祉保健課長、答弁。 

福祉保健課長（前本憲男君） 議員さん御指摘の、これから保健師等が出産された方の家

庭訪問されるときのがん検診の啓発でございますが、その都度いろいろと対象年齢の方に

対しては、それぞれ受診勧奨をいろんな場でさせていただいておりますので、またこちら

のほうも受診勧奨のほうの対象にさせていただきたいと思います。 

 それとまた、成人式のほうなんですが、がん検診のパンフレット等のまた配布等も考え

ていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。 

議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） 去年の成人式のときにも乳がんの検診の推進ということでパンフレ

ットは入ってました。しかし、それだけではなかなか検診受診率というのが高くならない

っていうのが現実ですので、何らかの形で若い方が集まる会合とか機会のときには、ぜひ

口頭でも職員の皆様がその場に立ち会っていただいて、成人式の式の前とか前座とか、そ

ういう工夫しながら、ぜひ勧奨をしていただきたい、受診率の向上をということを目指し

ていただきたいなと思います。若い女性の方が本当に非常に多く子宮頸がんになられてお

りますので、しっかり今後医療費の削減ということも考えて、あわせて、ぜひ単年度の予

算でもありますので、その辺をお願いしたいと思います。 

 あと一点、自殺対策の強化の事業なんですけども、１５０万円ということで民間のほう

に委託してるわけなんですけれども、この１５０万円がぜひ有効に使われるように、１０

年間で６０人の方がお亡くなりになられているという現実がございますので、絶対に自殺

者を出さないという思いでこの自殺対策、本来ならばこういう自殺対策まで国が予算づけ

をしないといけないような、本当に世知辛い世の中というんですかねえ、寂しい時代だと

いうことを考えざるを得ないと思います。しかし、竹原市に交付されたこの１５０万円に

関しては、本当に一人でも自殺者を出さない、食いとめるというような内容の濃いもの
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に、ぜひしていただかないといけないなというふうに思います。その件に関して、委託さ

れる先とは連携、研究などを進めているのかどうか、お伺いしたいと思います。 

議長（小坂智徳君） 福祉保健課長、答弁。 

福祉保健課長（前本憲男君） 議員さん御指摘の受診率の向上でございますが、今後とも

乳がん検診、子宮がん検診に対しての受診率の向上に努めてまいります。 

 それと、自殺対策の御質問でございますが、先ほど議員さんが言われましたように１０

年間で６６人の自殺者がございましたので、一人でも多くの自殺者が出ないような対策を

今後とってまいりたいと考えております。それと、こちらできょう予算をつけていただき

ますんで、その予算決定いたしました後にその話をして、詳しい話の内容を詰めていきた

いと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（小坂智徳君） １番。 

１番（大川弘雄君） 民生費のところですが、これ中通小学校だったと思いますが、放課

後児童クラブ、これを設置するのには賛成でありますけども、工事請負費が１，３００万

円、私が住んでる家はこんな高い家には住んでないんです。これプレハブって聞きまし

た。軽量鉄骨の３０坪で大体１，２００万円で建つんですよ。これがプレハブの平家で

１，３００万円、私はこれは非常に不満であります。ただ、これは民生のほうですから建

物がないんで、こういうことになるんだと思いますけども。 

 教育委員会にお聞きします。中通小学校の生徒は学校に行っておりまして、その校舎が

あるわけですが、その校舎の活用もしくは、あそこにはすぐ横にすばらしい公民館を建て

ました。そういう公民館の活用ということには、そういう工夫はできないんでしょうか。

忠海西小学校では学校の教室を使ってやっております。そういう活用方法はなかったのか

ということをお伺いします。 

議長（小坂智徳君） 学務課長、答弁。 

教育委員会学務課長（亀井伸幸君） 放課後児童クラブとして校舎、また隣の公民館の活

用について検討したかという御質問でございますが、これまで御相談を受けましてから学

校のほうの空き教室等調べてまいりましたが、残念ながらこの放課後児童クラブに対応で

きるほどのスペースを確保することはできませんでした。また、公民館等についてもずう

っと御相談をさせていただきましたけども、残念ながらそういうことはできなかったとい

うところで御理解いただけたらというふうに思います。 

議長（小坂智徳君） 坪単価の割高というんは、答弁ええんですか。 



- 195 - 

 ええですか、１番。 

（１番大川弘雄君「あ、ええ」と呼ぶ） 

 はい、そじゃあ。 

（１番大川弘雄君「それもお願いします」と呼ぶ） 

 坪単価が高いんじゃないんかというて、６０万円余りかかっとるがという。 

 わかる。都市整備課が積算したんなら、わかる人がやったげたらどがいなんね。 

（「持ってないんか」と呼ぶ者あり） 

 今わからんそうです。 

 １番。 

１番（大川弘雄君） 何坪かはわかりますか。 

議長（小坂智徳君） 社会福祉課長、答弁。 

社会福祉課長（大宮庄三君） 平米数で６６．０２平米です。 

（１番大川弘雄君「何坪」と呼ぶ） 

 おおむね２０坪ですかね、３．あれで割り戻しますから。 

議長（小坂智徳君） １番。 

１番（大川弘雄君） ということは６０万円なんでしょ、ねえ。だれが考えてもそういう

計算になるんじゃないんですか。坪６０万円は高過ぎます。僕が住んどる家は坪４０万円

ですよ。僕の家にはふろも台所もついてます。カーテンも電気も全部セットで坪４０万円

で買えるんですよ。私は、基本的にこのプレハブということに対して反対してます。ぜひ

家を建ててあげてください、小屋ではないんです。私は、プレハブが小屋かどうかってい

う感覚は人それぞれだと思いますけども、事務所、小屋というふうに思ってますので、ぜ

ひ家でやってください。平家の家でいいです。そして、これほど予算があるんであれば、

屋根に太陽光電池を入れて、そこの夜間照明は、その放課後児童クラブの方が放課後使っ

ておられる建物の屋根の電気で照明もできるんですよという環境に対する教育もしなが

ら、児童クラブというものを行っていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

議長（小坂智徳君） 社会福祉課長、答弁。 

社会福祉課長（大宮庄三君） 今、議員さんの言われるように、さまざまな形態について

の議論をした経緯がありますが、この軽量鉄骨によるプレハブ構造のものでありますが、

決して粗末なものではなくて、しっかりしたものが建つものと私は思っております。 

 太陽光につきましては、申しわけありませんけども、検討をいたしておりませんでし
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た。予算措置上、もしこの補正予算の範囲内でそういったことが可能であるという御意見

でありましたが、そういったことが可能であれば検討をしてまいりたいと思います。 

議長（小坂智徳君） １番。 

１番（大川弘雄君） 私が今言った坪４０万円というのも軽量鉄骨です、屋根もちゃんと

ついてます。ふろもトイレも台所もついて４０万円ですから、こんな額には決してなりま

せん。そのあたりを十分に検討していただいて、ぜひ、せっかくやるんですから環境に優

しい、どこの学校にもない中通小学校をつくってやってください。ですから、検討してく

ださい。よろしくお願いします。 

議長（小坂智徳君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、９月１５日から９月１８日までとなっておりますが、今期定例会

に付議された案件はすべて議了いたしました。よって、会議規則第７条の規定により本日

をもって閉会したいと思います。これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） 御異議なしと認めます。よって、本日をもって平成２１年第３回竹

原市議会定例会を閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

              午後３時３１分 閉会 
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